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将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第１章 総合戦略策定の概要 

１ 総合戦略策定の目的 

 

 我が国は、平成 20（2008）年から既に人口減少時代に突入し、地域社会の維持や人口減少の克

服という課題に直面しています。こうした状況の中、平成 26（2014）年 11 月に「まち・ひと・

しごと創生法」が施行され、同年 12 月には、人口の現状と将来の展望を提示する「まち・ひ

と・しごと創生長期ビジョン」及び国の今後５か年の政策目標・施策の方向を提示する「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。 

 また、「まち・ひと・しごと創生法」では、地方公共団体においても、国の長期ビジョン及び

総合戦略を勘案して、地方公共団体における人口の現状と将来の展望を提示する「地方人口ビ

ジョン」及び地域の実情に応じた「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に努める

こととされています。 

 こうした国の取組を踏まえ、本市における人口の現状を分析し、将来の人口規模の展望と目指

すべき方向を示した厚木市人口ビジョンを踏まえ、国の総合戦略の内容を勘案しつつ、本市の

実情に応じた、人口減少を克服するための施策を位置付ける「厚木市まち・ひと・しごと創生

総合戦略（以下「厚木市総合戦略」という。）」を策定するものです。 

 

２ 総合戦略の位置付け 

 

 本市では、時代の変化に対応した行政運営を図り、将来を見据えたまちづくりを計画的に進め

るため、平成 21（2009）年３月に、令和２（2020）年度までの 12 年間を計画期間とする第９

次厚木市総合計画「あつぎ元気プラン」を策定しています。 

 「あつぎ元気プラン」に掲げる「元気あふれる創造性豊かな協働・交流都市 あつぎ」の実現

に向けて、五つのまちづくりの目標を定め、市民の皆様との協働によるまちづくりを進めてい

ます。また、「ひと・まち・くらし」に着目し、「未来を担う人を育てる戦略」、「持続ある

都市の発展を進める戦略」、「地域力を高める戦

略」の三つを重点戦略として位置付け、横断的か

つ多面的に取り組んでいます。 

 「ひと・まち・くらし」に着目した重点戦略は、

地方創生の「まち・ひと・しごと」の基本的な考

え方を包含しており、少子高齢化や人口減少社会

に的確に対応するため、子育て・教育環境の充実、

産業の集積・中心市街地の活性化、地域力の向上

に取り組んでいるところであります。 

 こうしたこれまでの取組を踏まえ、厚木市総合戦

略は、「あつぎ元気プラン」の個別計画として位

置付けるとともに、「まち・ひと・しごと創生法」

第10条に基づき、国の総合戦略を踏まえ、本市の

実情に応じた、人口減少を克服するための施策の

基本的方向を取りまとめた計画とします。 

「あつぎ元気プラン」三つの重点戦略 
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将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第１章 総合戦略策定の概要 

 

「あつぎ元気プラン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 総合戦略の対象期間 

 

 厚木市総合戦略の対象期間は、平成 27（2015）年度から令和２（2020）年度までの６年間とし

ます。 

 

４ 総合戦略の策定体制 

 

 厚木市人口ビジョン及び厚木市総合戦略の策定に当たっては、外部の検討組織として設置した

「まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」において、それぞれの知見から厚木市人口ビジョン

に掲げる人口の将来展望や厚木市総合戦略に位置付ける施策の基本目標及び方向性等につい

て検討が行われ、本市の現状を踏まえた上で、将来に向けた提言をいただきました。 

 その後、庁内に設置した市長を本部長とする部長職で構成する「まち・ひと・しごと創生総合

戦略本部」及び次長職（現在は、各部等の政策調整担当課長）で構成する「まち・ひと・しご

と創生総合戦略本部幹事会」において、「まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」からの提言

を基に、市としての考えを加え、厚木市人口ビジョン及び厚木市総合戦略としてまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部組織 

厚木市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略本部 
本部長：市長 

構成員：副市長、教育長、理事、部等長 

課題等検討の 

指示 

検討結果の 

報告 

 

厚木市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略会議 
 

構成員： 
公募市民、産業界(産)、県機関(官)、
大学・教育機関(学)、金融機関(金)、
労働団体(労)、メディア(言)などの関
係者 

市の現状に係る 

データの提示 

人口ビジョン・総合戦略の 

方向性に係る提言 

厚木市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略本部幹事会 

構成員：各部の政策担当次長 

策定体制 
庁内組織 

厚木市人口ビジョン 

厚木市総合戦略 

・人口の現状分析 

・人口の将来展望 人口減少を克服す
るための施策の展
開による目標人口
の実現 

人口の将来展

望の実現に向

けた実施計画

事業と新たな

事業 

令和 42（2060）年まで 

平成 27（2015）年度から令和２（2020）年度まで 

「あつぎ元気プラン」と「厚木市人口ビジョン及び厚木市総合戦略」との関係 
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将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第１章 総合戦略策定の概要 

【参考】まち・ひと・しごと創生総合戦略会議の組織・提言の概要 

（１）組織 

 公募の市民を始め、産業界（産）、県機関（官）、大学・教育機関（学）、金融機関（金）、

労働団体（労）、メディア（言）などの関係者 17 人で構成 

 

（２）提言の概要 

 平成 27（2015）年６月に組織し、延べ５回の会議での議論を提言書としてまとめ、平成 27

（2015）年 10 月に市長に提出しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まち・ひと・しごと創生総合戦略会議からの提言の概要 
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将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第１章 総合戦略策定の概要 

国の総合戦略

５ 国の総合戦略 

 

（１）第１期総合戦略 

 国の第１期総合戦略では、「人口減少と地域経済縮小の克服」と「まち・ひと・しごとの

創生と好循環の確立」を基本的な考え方として掲げ、五つの政策原則と四つの基本目標の

下、取組が進められてきました。 

 

（２）第２期総合戦略 

 国の第２期総合戦略では、『将来にわたって「活力ある地域社会」の実現』と『「東京圏

への一極集中」の是正』を目指すため、第１期の成果と課題等を踏まえて、第１期「総合

戦略」の政策体系を見直し、四つの基本目標と二つの横断的な目標の下に取り組むことと

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※1 

                                                                              

※2 

 

 

 

 

 

 
出典：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部『まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン（令和元年改定版）」及び 

「第２期総合戦略」』（概要）（令和元（2019）年 12月） 

                                                
※1 Society5.0 とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経

済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、

工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、国の第５期科学技術基本計画

において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。 

※2 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは、2015 年９月の国連サミットで採択された

2030年を期限とする国際目標で、持続可能な世界を実現するための17の目標と169のターゲットから構成されている。

「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に、統合的に取り組むこととして

いる。
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将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第１章 総合戦略策定の概要 

６ 人口の将来展望 

 

（１）人口の将来展望 

 厚木市人口ビジョンの策定に当たり実施した複数のシミュレーションの結果から、合計特

殊出生率※3の上昇と 20 歳代の定住促進・転出抑制に取り組むことで実現することができる

シミュレーション６※4を本市の人口の将来展望とし、令和 42（2060）年の目標人口を

197,617 人とします。 

 

ア 合計特殊出生率の上昇 

 国民の希望出生率は 1.80 となっており、国の人口ビジョンでは、令和 12（2030）年の合

計特殊出生率を 1.80 とすることを目標としています。 

 神奈川県民の希望出生率は 1.42 となっており、神奈川県の人口ビジョンでは、令和７

（2025）年の合計特殊出生率を 1.42 とすることを目標としています。 

 平成 27（2015）年９月に実施した「結婚・出産についてのアンケート調査」の結果から、

厚木市民の希望出生率※5は 1.71 となっています。 

 こうしたことから、国や神奈川県の人口ビジョンと本市の希望出生率を踏まえ、厚木市人

口ビジョン期間内の合計特殊出生率を、令和２（2020）年 1.42（神奈川県民の希望出生率）、

令和 12（2030）年 1.71（厚木市民の希望出生率）、令和 22（2040）年 2.00、令和 27（2045）

年以降は 2.07（人口置換水準※6）とすることを目標とします。 

 

イ 20 歳代の定住促進・転出抑制 

 本市の社会動態は、25～29 歳の転出超過が突出して多くなっています。 

 また、シミュレーションの結果から、全ての世代の人口移動率がゼロになるよりも、20 歳

代の人口移動率がゼロになる方が、人口減少を抑制するには大きな効果があります。 

 こうしたことから、本市の人口動向に最も影響が大きい 20 歳代の人口移動率を令和２

（2020）年以降収束させ、令和 12（2030）年以降はゼロとすることを目標とします。 

                                                
※3 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に産むとしたとき

の子どもの数に相当する。 

※4 厚木市人口ビジョン 80～81 ページ参照 

※5 結婚をして子どもを産みたいという人の希望がかなえられた場合の出生率。本市の希望出生率の結果は、厚木市人口

ビジョン 82ページ参照 

※6 人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率の水準 
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人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229,113
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224,270

220,427
216,365

212,118
207,739
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将来展望

人口総数

厚木市推計

人口総数

（人）

(2010年) (2015年) (2020年) (2025年) (2030年) (2035年) (2040年) (2045年) (2050年) (2055年) (2060年)

①合計特殊出生率の上昇 

②20 歳代の定住促進・転出抑制 

により人口減少を抑制する 
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将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第２章 総合戦略の基本的な考え 

１ 基本方針 

 

 「国立社会保障・人口問題研究所推計準拠※7」の推計に基づき、本市が独自に行った推計※8で

は、令和 22（2040）年の人口は 19.7 万人程度、令和 42（2060）年には 15.7 万人程度にまで

減少することが見込まれ、人口減少を克服するための対策が急務となっています。 

 こうした状況の中、本市が将来にわたって活力あるまちであり続けるために、厚木市総合戦略

の対象期間とする平成 27（2015）年度から令和２（2020）年度までの６年間は、人口の将来展

望で示した令和 42（2060）年の将来人口を確保するための施策を展開していく上で、最も重要

な期間です。 

 そこで、「将来にわたって活力あるまちの礎を築く」をキャッチフレーズに、次に掲げる基本

方針に基づき、様々な施策を展開するものとします。 

 

 

市民、議会及び行政が、人口減少に対する危機感及び問題意識を共有し、人口の

将来展望の実現に向け「合計特殊出生率の上昇」、「定住促進」及び「雇用の創出」

に市民協働で取り組み、将来にわたって活力ある地域社会の維持・発展を目指す。 

 

２ 達成指標・数値目標 

 

 本市が目指す人口の将来展望の実現に向け、本市の現状を踏まえ、厚木市総合戦略の対象期間

の最終年度となる令和２（2020）年度の達成指標・数値目標を次のとおり定めます。 

 

（１）本市の現状 

 

ア 合計特殊出生率の状況 

 本市の合計特殊出生率は、平成 25（2013）年に 1.28 であったものが平成 29（2017）年に

は 1.31 と 0.03 ポイント上昇し、神奈川県より 0.02 ポイント高くなっていますが、全国

の 1.43 と比較すると 0.12 ポイント低くなっています。 

 平成 29（2017）年の出生数は 1,549 人で、過去 15 年の中で最も多かった平成 19（2007）

年の 2,000 人と比較すると、451 人、22.6％減少しています。  

 

                                                
※7 「合計特殊出生率が現在程度で、移動率が今後一定程度縮小すると仮定した推計」であり、「内閣官房まち・ひと・

しごと創生本部」が『国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年３月推計）」』に基づ

き、令和 42（2060）年までの将来人口を推計したもの。 

※8 社人研推計準拠における平成 27（2015）年の推計値を「神奈川県年齢別人口統計調査（平成 27（2015）年 1月）」の

実数値に置き換えて、本市が独自に推計したもの。なお、平成 22（2010）及び 27（2015）年の年齢不詳は各年齢３区

分の構成比で按分している。「社人研推計準拠」は、平成 22（2010）年の国勢調査の数値を基に行ったものであり、

既に実数値が出ている平成 27（2015）年の数値についても推計値となっていることから、推計値と実数値について乖

離が生じており、本市の将来人口推計には、「厚木市推計」を用いて推計と分析を行っている。 

基本方針 
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将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第２章 総合戦略の基本的な考え 

イ 社会動態（転入・転出）の状況 

 本市の社会動態の推移を見ると、おおむね転入超過となっていますが、平成 20（2008）年

のリーマン・ショック※9を発端とする景気悪化の影響を受け、平成 21（2009）年から平成

23（2011）年にかけては、転出者が転入者を大きく上回りました。平成 24（2012）年から

平成 27（2015）年までは、転入超過となっておりましたが、平成 28（2016）年以降は、

転出超過と転入超過を繰り返しており、平成 30（2018）年は 126 人の社会減となっていま

す。 

 直近４年における年齢階級別の人口移動の推移を見ると、15～19 歳、20～24 歳では転入

超過となっており、25～29 歳、30～34 歳で転出超過となっています。 

 ０～４歳の転入が多い理由は、充実した子育て支援制度が評価されていること、15～19 歳

の転入が多い理由は、市内に五つある大学への入学によるものなどが考えられます。 

 25～29 歳、30～34 歳の転出が多い理由は、就職や仕事の都合、結婚によるものなどが考

えられます。 

 

ウ 昼夜間人口比率、自市内就業率の状況 

 本市では、全国でもトップレベルのインセンティブによる積極的な企業誘致を推進すると

ともに、平成 24（2012）年３月には産業マスタープランを策定し、地域経済の活性化や地

域産業の活力強化に取り組んでいます。 

 昭和 55（1980）年以降、一貫して昼間人口※10が常住人口※11を上回っており、平成 27（2015）

年の昼夜間人口比率（115.6％）は、全国 815 市区中 16 位（県内１位）となっています。 

 本市に常住する就業者（市内に住んで働いている人）106,862 人のうち、63,726 人が市内

の事業所で働いており、自市内の就業率は 59.6％と、近隣市と比較して最も高くなってい

ます。 

 

（２）達成指標・数値目標 

 

達成指標 数値目標 

１ 合計特殊出生率の

上昇 

① 合計特殊出生率      1.28    ⇒    1.42 

平成 25（2013)年     令和２（2020）年 

２ 定住促進 
① 20 歳代の転出超過数    187 人   ⇒    81 人 

平成 26（2014)年     令和２（2020）年 

３ 雇用の創出 

① 事業所数       9,994 事業所   ⇒  10,600 事業所 

② 就業者数       150,242 人   ⇒   159,300 人 

平成 26（2014)年     令和２（2020）年 

 

                                                
※9 平成 20（2008）年９月にアメリカ合衆国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズが破綻したことを契機に、金融危機

が世界的に発生した事象 

※10 常住人口から市外に通勤・通学している人口を除き、市外から通勤・通学してくる人口を加えた人口 

※11 国勢調査において、市内の現在の住所に３か月以上住んでいるか、住むことになっている人口 
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３ 重点項目 

 

 三つの達成指標（「１ 合計特殊出生率の上昇」、「２ 定住促進」、「３ 雇用の創出」）の

うち、最も優先して取り組む必要がある事項を重点項目として位置付けます。 

 本市の現状から、20 歳代の転出超過が人口動向に最も影響が大きいことから、20 歳代の定住

促進と転出抑制を図り、転出超過数を減少させることを重点項目として位置付け、施策を展開

します。 

 

 

人口動向に最も影響が大きい、20 歳代の定住促進と転出抑制を図る。 

 

重点項目 
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将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第２章 総合戦略の基本的な考え 

４ 基本目標・施策の体系 

 

 三つの達成指標（「１ 合計特殊出生率の上昇」、「２ 定住促進」、「３ 雇用の創出」）に

位置付ける四つの数値目標の達成に向け、五つの基本目標を掲げ、具体的な施策に取り組みま

す。 

【達成指標】                    【基本目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定住促進 

 

合計特殊出生率の上昇 

若い世代の結婚・出産・子育てへの希望と 

未来を担う子どもたちの夢をかなえる 

～結婚・子育てに関する希望の実現～ 

基本目標１ 

 

雇用の創出 

働く場をつくることにより、定住者を増やし、 

経済活動を盛んにする 

～働く場を確保し、              

安定して働くことのできるまちの実現～ 

基本目標５ 

住みたい、働きたい、訪れたいと思える 

魅力あるまちを創出し、全国に発信することにより

新たな人の流れをつくる 

～若い世代を始め、                

あらゆる世代から選ばれるまちの実現～ 

基本目標２ 

市民が生きがいを感じ、 

健康で安心して暮らせるまちづくりを推進する 

～あらゆる世代がいきいきと           

生涯にわたり健康に暮らせるまちの実現～ 

基本目標３ 

人口減少による将来への影響を見据えた 

自主・自立のまちづくりを推進する 

～将来にわたって持続可能なまちの実現～ 

基本目標４ 
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【重要な視点】    【施策の方向性】           【具体的な施策】 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
理
念
や
目
標
達
成
に
向
け
た
施
策
の
展
開
な
ど 

○
未
来
技
術
を
活
用
し
た
地
域
課
題
の
解
決
に
向
け
た
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
５
．
０
の
推
進
な
ど 

○
誰
も
が
居
場
所
と
役
割
を
持
ち
、
活
躍
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
な
ど 



16 

 

将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第２章 総合戦略の基本的な考え 

 



 

17 

 

将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第３章 施策展開 

 

 

 

 

 

第３章 施策展開 
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将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第３章 施策展開 

 

 

                                         
 

（１）現状・課題 

 本市の合計特殊出生率※12は、平成 25（2013）年に 1.28 であったものが平成 29（2017）年

には 1.31 と 0.03 ポイント上昇し、神奈川県より 0.02 ポイント高くなっていますが、全

国の 1.43 と比較すると 0.12 ポイント低くなっています。 

 国の「出生動向基本調査（2015 年）」によれば、18～34 歳の独身男女の約９割は結婚の

意思を持ち、希望子ども数は男性 1.91 人、女性 2.02 人となっています。若い世代の結婚・

子育ての希望が実現すれば、合計特殊出生率は 1.8 程度まで改善することが見込まれ、少

子化の流れにも歯止めをかけることができます。 

 平成 27（2015）年９月に実施した「結婚・出産についてのアンケート調査」の結果から、

厚木市民の希望出生率※13は 1.71 となっています。 

 今後予測される人口減少の第一の要因は、これまで人口置換水準※14である 2.07 を大きく

下回ってきた本市の合計特殊出生率です。出生数の増加と出生率の上昇は全国的な課題で

すが、本市においても、将来のどこかの時点で人口置換水準まで回復する必要があります。 

 若い世代の結婚、子育てを支援する地域づくりや、出産後も女性が活躍できる場の確保な

どを着実に進め、若い世代の結婚・出産・子育てへの希望を実現するとともに、未来を担

う子どもたちの夢をかなえる取組を推進する必要があります。 

 

（２）施策の方向性・具体的な施策 

施策の方向性 ＳＤＧｓ 具体的な施策 

１ 結婚への希望をかなえるため、男女

の出会いと交流の場を創出する。 

 
① 出会いの場や交流の場の創出 

２ 市民ニーズに対応した妊娠から出

産、子育て期にわたる支援を充実する。 

 ① 妊娠・出産への支援の充実 

② 子育て世帯への経済的支援の充実 

③ 子育て支援拠点の充実 

④ 保育所待機児童の解消 

⑤ 子育て支援体制の充実 

３ 子育て世代が仕事と子育てを両立し

ながら、安心して子育てできる環境づ

くりを促進する。 

 

① ワーク・ライフ・バランスの促進 

４ 未来を担う子どもたちが夢と希望を

持ち続け、夢へのチャレンジ精神を高

めることができる魅力ある教育プログ

ラムを推進する。 

 

① 魅力ある教育プログラムの推進 

                                                
※12 ６ページ参照 

※13 ６ページ参照 

※14 ６ページ参照 

若い世代の結婚・出産・子育てへの希望と 

未来を担う子どもたちの夢をかなえる 

～結婚・子育てに関する希望の実現～ 

基本目標１ 
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（３）重要業績評価指標（ＫＰＩ）※15 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値 目標値 

合計特殊出生率 
1.28 

（平成 25（2013）年） 

1.42 

（令和２（2020）年） 

出会いの創出に関する事業参加者の満足度 － 
85.0％ 

（令和２（2020）年度） 

就学前児童の保育施設等入所率 
99.5％ 

（平成 26（2014）年度） 

100.0％ 

（令和２（2020）年度） 

放課後児童クラブの入所率 
92.6％ 

（平成 25（2013）年度） 

100.0％ 

（令和２（2020）年度） 

療育支援事業の初回面接利用者数 
166 件 

（平成 25（2013）年度） 

350 件 

（令和２（2020）年度） 

市民満足度「子育て環境が充実している」と思

う市民の割合 

53.6％ 

（平成 26（2014）年度） 

60.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～49 歳の市民の割合 

57.7％ 
（令和元（2019）年度） 71.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】60.2％ 
（平成 26（2014）年度） 

市民満足度「就労・雇用環境の改善が図られて

いる」と思う市民の割合 

41.9％ 

（平成 26（2014）年度） 

56.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～49 歳の市民の割合 

39.2％ 
（令和元（2019）年度） 63.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】43.9％ 
（平成 26（2014）年度） 

市民満足度「学校教育が充実している」と思う

市民の割合 

52.1％ 

（平成 26（2014）年度） 

58.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～49 歳の市民の割合 

50.9％ 
（令和元（2019）年度） 64.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】53.8％ 
（平成 26（2014）年度） 

 

（４）主な取組 

施策の方向性 １ 結婚への希望をかなえるため、男女の出会いと交流の場を創出する。 

具体的な施策 ① 出会いの場や交流の場の創出 事業名≪所管部≫ 

 結婚への第一歩である新たな出会いの場や交流の場を創出しま

す。 

あつぎの魅力創造・交流事業 

≪政策部≫ 

 

施策の方向性 ２ 市民ニーズに対応した妊娠から出産、子育て期にわたる支援を充実する。 

具体的な施策 ① 妊娠・出産への支援の充実 事業名≪所管部≫ 

 医療保険の対象とならず、高額な医療費を要する特定不妊治療

（顕微授精、体外受精）について、治療費に要する費用の一部

を助成します。 

不妊治療費助成事業 

≪こども未来部≫ 

 母子保健法に基づく健康診査や保健指導などを実施します。 

 全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、ニーズに対応した妊

娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない相談体制の充実を

図ります。 

母子保健衛生事業 

≪市民健康部≫ 

                                                
※15 Key Performance Indicator の略称。施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標。 

ターゲット 

ターゲット 

ターゲット 
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具体的な施策 ② 子育て世帯への経済的支援の充実 事業名≪所管部≫ 

 認定こども園において、長時間保育を利用する保育が必要な児

童の保護者に対し、助成金を支給します。【平成 29 年度終了】 

認定こども園推進事業 

≪こども未来部≫ 

 子どもを養育している子育て世帯に対し、日常生活用品を支給

します。 

子育て日常生活支援事業 

≪こども未来部≫ 

 私立幼稚園に就園する園児の保護者に対し、補助金を交付しま

す。【令和元年度終了】 

私立幼稚園就園奨励事業 

≪こども未来部≫ 

 私設保育施設に入所する児童の保護者に対し、助成金を支給し

ます。 

保育内容充実事業 

≪こども未来部≫ 

 ０歳から中学校卒業までの入・通院の健康保険適用医療費の自

己負担分を助成します。 

子ども医療費助成事業 

≪こども未来部≫ 

 教材消耗品や実習材料等の購入費の一部を公費で負担します。 
小・中学校保護者負担軽減事業 

≪学校教育部≫ 

 経済的な理由により就学が困難な児童・生徒や特別支援学級等

に就学する児童・生徒の保護者に対し、学用品費などの経費の

一部を支給します。 

就学支援事業 

≪学校教育部≫ 

 商店の協力により、子育て世帯が市内の店舗で割引や特典など

のサービスを受けることができる子育てパスポート事業等を実

施します。 

商業活動振興事業 

≪産業振興部≫ 

具体的な施策 ③ 子育て支援拠点の充実 事業名≪所管部≫ 

 保護者の就労等により、放課後に帰宅しても適切な保育を受け

ることができない児童を対象に、小学校の一時的余裕教室等を

活用し、適切な遊びと生活の場を提供する放課後児童クラブを

運営します。 

放課後児童対策事業 

≪こども未来部≫ 

 小学校の一時的余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得て、

学習、様々な体験・交流活動及び地域住民との交流等を行う放

課後子ども教室を運営します。 

放課後子ども教室推進事業 

≪こども未来部≫ 

 子育て支援センターにおいて、子育てサロンの運営や育児相談

などを実施し、児童の健やかな成長や子育て家庭に対する総合

的な支援を行います。 

子育て支援事業 

≪こども未来部≫ 

 子育てに共通の意識を持ち合わせた保護者が、育児に対する知

識や技術を高め合いながら共同保育を実施する自主保育グルー

プに対し、運営費の一部を補助します。 

コミュニティ保育推進事業補助

事業 

≪こども未来部≫ 

 子どもから大人まで、好奇心や物事を不思議に思う気持ちに出

会える施設を整備します。 

（仮称）未来館整備事業 

≪こども未来部≫ 
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具体的な施策 ④ 保育所待機児童の解消 事業名≪所管部≫ 

 給付型幼稚園及び認定こども園に対し、施設型給付費を支給す

るなど、幼児期の学校教育・保育の一体的な提供と保育サービ

スの充実を図ります。 

子ども・子育て支援新制度事業 

≪こども未来部≫ 

 認可保育所の創設及び認定あつぎ保育室から認可保育所への移

行について、建設費等の補助を行います。 

保育施設整備充実事業 

≪こども未来部≫ 

 市内の私立保育施設に就職又は勤務する方に対し、奨学金を利

用して保育士の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を

助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成するとともに、

保育士有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付します。 

保育士確保助成事業 

≪こども未来部≫ 

 新たな保育人材の確保等のため、市内の私立保育施設に勤務す

る方に対し、助成金を支給するほか、保育施設を運営する法人

に対し、保育人材を雇用するための費用の一部を助成します。 

保育内容充実事業 

≪こども未来部≫ 

 本厚木駅前のアミューあつぎ８階の託児室を利用し、園児を一

時的に預かり、幼稚園へ送迎する幼稚園送迎ステーションを運

営します。 

幼稚園送迎ステーション事業 

≪こども未来部≫ 

 市内の私立幼稚園に就職又は勤務する方に対し、奨学金を利用

して幼稚園教諭の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部

を助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成するととも

に、幼稚園教諭有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付し

ます。 

幼稚園教諭確保助成事業 

≪こども未来部≫ 

具体的な施策 ⑤ 子育て支援体制の充実 事業名≪所管部≫ 

 子育て支援センターにおいて、児童の健やかな成長や子育て家

庭に対する総合的な支援を行うほか、ファミリー・サポート・

センター事業、ほっとタイムサポーター事業、こんにちは赤ち

ゃん訪問事業等を行います。 

子育て支援事業 

≪こども未来部≫ 

 市内在住の１歳以上の未就学児を持つ保護者に対し、市内商業

施設等において保護者相互のコミュニケーションやリフレッシ

ュを図ることと併せ、子育てに関する講座を実施します。 

子育てリフレッシュ事業 

≪こども未来部≫ 

 保護者の就労等のため、休日に保育が必要な児童を保育する休

日保育事業や、子どもの看護が必要であるが、勤務などの都合

により休暇がとれない保護者のための病後児保育事業などを実

施します。 

保育内容充実事業 

≪こども未来部≫ 

 発達上何らかの不安のある児童とその保護者への助言、相談及

び指導を行います。また、巡回相談・研修会等を実施し、発達

障がいの理解促進を図ります。 

療育支援事業 

≪福祉部≫ 

 発達に不安や障がいのある児童に対し、発達や成長に合わせた

必要な支援等を行います。 

児童発達支援事業 

≪福祉部≫ 

 幼稚園保護者会及び小・中学校ＰＴＡ等が家庭教育学級を開設

できるよう支援します。 

家庭教育支援事業 

≪社会教育部≫ 
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施策の方向性 
３ 子育て世代が仕事と子育てを両立しながら、安心して子育てできる環境づく

りを促進する。 

具体的な施策 ① ワーク・ライフ・バランスの促進 事業名≪所管部≫ 

 市内の企業に対し、ワーク・ライフ・バランス推進の啓発を行

います。 

企業の子育て支援事業 

≪こども未来部≫ 

 男女共同参画計画推進のため、男女共同参画推進委員会等を開

催し、講座、情報誌等による啓発活動を実施します。 

男女共同参画推進事業 

≪協働安全部≫ 

 

施策の方向性 
４ 未来を担う子どもたちが夢と希望を持ち続け、夢へのチャレンジ精神を高め

ることができる魅力ある教育プログラムを推進する。 

具体的な施策 ① 魅力ある教育プログラムの推進 事業名≪所管部≫ 

 市立全小・中学校に英語を母語とする外国語指導助手を配置し

ます。 

英語教育推進事業 

≪学校教育部≫ 

 学校の実態に応じて少人数学級を編成し、生徒一人一人に対し

てきめ細かな指導を行うため、非常勤講師を派遣します。 

中学校少人数学級実施事業 

≪学校教育部≫ 

 児童・生徒の「確かな学力」の向上を図るため、基礎的・基本

的な知識や技能の習得、個に応じた指導の充実などの普及・定

着等を目的に、学力ステップアップ支援員の派遣や小学校「あ

つぎＩＣＴ元気塾」を実施します。 

学力ステップアップ推進事業 

≪学校教育部≫ 

 児童指導担当教員等が「チーム支援」の核となり、いじめや問

題行動、不登校などを未然に防止し、発見できるよう、非常勤

講師を派遣します。また、非常勤講師を活用し、これまで実施

してきた少人数学級編成や教科担任制を推進します。 

小学校児童支援推進事業 

≪学校教育部≫ 

 市立小・中学校が、地域とのきずなを大切にした特色ある学校

づくりを推進することや、人権教育の充実、新しい学習指導要

領に対する準備など、各小・中学校における重要な課題等への

対応を図るため、交付金を交付します。 

教育研修・活動助成事業 

≪学校教育部≫ 

 「確かな学力」を身に付けた心豊かで健康な児童・生徒を育成

するため、自然科学分野の自由研究や科学作品の募集・表彰を

行う厚木こども科学賞事業、大学・企業と連携したおもしろ理

科実験教室推進事業を実施します。 

ＳＥＬ教育基金事業 

≪学校教育部≫ 

 義務教育９年間を見通した教育課程の編成と指導の工夫改善の

ため、中学校区での研修を行います。また、児童の中学校に対

する不安を和らげるため、教員の小・中学校での授業の兼務を

円滑に行うことができるよう、中学校に非常勤講師を派遣しま

す。 

小中一貫教育推進事業 

≪学校教育部≫ 
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 安全な教育環境づくりに取り組んでいると認められた学校に与

えられるインターナショナルセーフスクールの考え方や手法を

用い、児童・生徒がより安心・安全に過ごせる学校づくりを支

援します。 

インターナショナルセーフスク

ール推進事業 

≪学校教育部≫ 

 ＩＣＴ支援員の派遣などにより、タブレット型パソコン等のＩ

ＣＴ機器を活用した効果的な授業や学習活動を支援します。 

小・中学校ＩＣＴ化推進事業 

≪教育総務部≫ 
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（１）現状・課題 

 本市の社会動態の推移を見ると、おおむね転入超過となっていますが、平成 20（2008）年

のリーマン・ショックを発端とする景気悪化の影響を受け、平成 21（2009）年から平成

23（2011）年にかけては、転出者が転入者を大きく上回りました。直近４年においては、

転入超過と転出超過を繰り返しており、平成 30（2018）年は 126 人の社会減となっており

ます。 

 直近４年における年齢階級別の人口移動の推移を見ると、15～19 歳、20～24 歳では転入

超過となっており、25～29 歳、30～34 歳で転出超過となっています。 

 直近４年における転出超過が最も多い年齢階級は、平成 30（2018）年を除いて、25～29

歳となっています。 

 25～29 歳、30～34 歳の転出が多い理由は、就職や仕事の都合、結婚によるものなどが考

えられます。 

 市内には五つの大学があるものの、これらの大学の卒業生の市内企業への就職率は高くな

い状況です。 

 本市の人口動向に最も影響が大きい 20 歳代を中心とした若い世代の定住促進と市外への

転出抑制を図る必要があります。 

 20 歳代の転出理由として、市内企業への就職の難しさがあると考えられることから、20

歳代を中心とした若い世代の市内企業への就職支援と定住促進に積極的に取り組む必要

があります。 

 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、日本を訪れる外国人

観光客が増えることが予想される中、国内外の観光客に向けた情報発信力を強化するなど、

交流人口の拡大を図り、本市を知ってもらうことで定住へと結びつけることが必要です。 

 若い世代を始め、あらゆる世代から選ばれる都市を目指し、豊かな自然環境と都市機能と

の調和を図りつつ、機能的で利便性の高いまちづくりを進めるとともに、日本一を目指し

ている子育て・教育環境施策や定住を促進するための施策の充実、さらには、既存の観光

資源の活用や、新たな観光資源の創出を進めるなど、住みたい、働きたい、訪れたいと思

える魅力あるまちを創出し、全国に発信していく必要があります。 

 

住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちを創出し、 

全国に発信することにより新たな人の流れをつくる 

～若い世代を始め、あらゆる世代から選ばれるまちの実現～ 

基本目標２ 
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（２）施策の方向性・具体的な施策 

施策の方向性 ＳＤＧｓ 具体的な施策 

１ 豊かな自然環境との調和を図りつ

つ、機能的で利便性の高いまちづくり

を進める。 

 ① 中心市街地の都市機能の充実と商

業の活性化 

② 利便性の高い交通環境の充実 

③ 市民の憩いや安らぎの場の創出 

２ 「選ばれる都市」を目指し、あつぎ

の魅力を都市ブランドとして確立し、

戦略的に全国に発信する。 

 

① あつぎの魅力の発信力強化 

３ 20 歳代を中心とした若い世代に対す

る市内企業への就職支援の充実と定住

促進に取り組む。 

 
① 就労支援の充実と市内企業情報の

発信力強化 

② 定住を促進するための支援の充実 

４ 東京オリンピック・パラリンピック

の開催をとらえ、国内外に向けた情報

発信力を強化するとともに、既存の観

光資源の活用と新たな観光資源を創出

する。 

 
① 国内外からの観光客誘致の促進 

② 観光地の魅力創出 

③ オリンピック・パラリンピックレ

ガシーの創出 

 
（３）重要業績評価指標（ＫＰＩ）※16 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値 目標値 

20 歳代の転出超過数 
187 人 

（平成 26（2014）年） 

81 人 

（令和２（2020）年） 

30 歳代の転出超過数 
289 人 

（平成 30（2018）年） 

216 人 

（令和２（2020）年） 

中心市街地の活性化イベント来場者数 
322,000 人 

（平成 25（2013）年度） 

428,000 人 

（令和２（2020）年度） 

新規就農者数（累計） － 
24 人 

（令和２（2020）年度） 

保育士、幼稚園教諭、看護職、介護職等転入奨

励助成事業による転入者数（累計） 
－ 

196 人 

（令和２（2020）年度） 

親元近居・同居住宅取得等支援事業による転入

者数（累計） 
－ 

300 人 

（令和２（2020）年度） 

年間観光客数 
3,200,102 人 

（平成 25（2013）年） 

4,500,000 人 

（令和２（2020）年） 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会をとらえた交流事業参加者数 
－ 

10,000 人 

（令和２（2020）年度） 

市民満足度「中心市街地の魅力や利便性が向上

している」と思う市民の割合 

50.9％ 

（平成 26（2014）年度） 

56.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～39 歳の市民の割合 

53.5％ 
（令和元（2019）年度） 63.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】56.0％ 

（平成 26（2014）年度） 

                                                
※16 19 ページ参照 

ターゲット 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値 目標値 

市民満足度「市民や企業の活動を支える交通環

境が整備されている」と思う市民の割合 

55.6％ 

（平成 26（2014）年度） 

60.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～39 歳の市民の割合 

59.5％ 
（令和元（2019）年度） 66.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】63.0％ 

（平成 26（2014）年度） 

市民満足度「身近に公園などがあり、緑豊かな 

生活環境が整備されている」と思う市民の割合 

67.2％ 

（平成 26（2014）年度） 

75.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～39 歳の市民の割合 

67.9％ 
（令和元（2019）年度） 81.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】69.9％ 

（平成 26（2014）年度） 

市民満足度「あつぎブランドの創造・発信が推

進されている」と思う市民の割合 

65.8％ 

（平成 26（2014）年度） 

72.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～39 歳の市民の割合 

51.7％ 
（令和元（2019）年度） 85.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】76.2％ 

（平成 26（2014）年度） 

市民満足度「就労・雇用環境の改善が図られて

いる」と思う市民の割合 

41.9％ 

（平成 26（2014）年度） 

56.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～39 歳の市民の割合 

39.3％ 
（令和元（2019）年度） 63.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】47.7％ 

（平成 26（2014）年度） 

市民満足度「観光によるまちづくりが進んでい

る」と思う市民の割合 

70.3％ 

（平成 26（2014）年度） 

76.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～39 歳の市民の割合 

55.8％ 
（令和元（2019）年度） 83.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】75.6％ 

（平成 26（2014）年度） 

厚木市民意識調査で「厚木市にずっと住み続け

たい」又は「できれば住み続けたい」と回答し

た人の割合 

72.1％ 

（平成 25（2013）年度） 

80.0％ 

（令和２（2020）年度） 

ターゲット 

ターゲット 

ターゲット 

ターゲット 

ターゲット 
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（４）主な取組 

施策の方向性 
１ 豊かな自然環境との調和を図りつつ、機能的で利便性の高いまちづくりを進

める。 

具体的な施策 ① 中心市街地の都市機能の充実と商業の活性化 事業名≪所管部≫ 

 本厚木駅周辺の自転車等駐車場をバランスよく配置することで、

より一層の利便性の向上を図るため、本厚木駅南部方面（旧厚木

労働基準監督署跡地）に新たな自転車等駐車場を整備します。 

（仮称）旭町２丁目自転車等駐

車場整備事業 

≪協働安全部≫ 

 本厚木駅北口周辺地区及び駅前広場の都市機能更新に向けた取

組を行います。 

本厚木駅北口周辺整備事業 

≪都市整備部≫ 

 家（第１の場所）と職場や学校（第２の場所）との間にある第

３の場所を創出する「サードプレイス」をコンセプトに掲げ、

六つの整備方針により交通機能の充実と新たな集客の核となる

複合施設の整備を進めます。 

中町第２－２地区周辺整備事業 

≪都市整備部≫ 

 愛甲石田駅利用者の増加による交通環境などの課題を改善する

ため、駅北口広場及び周辺地区の計画的な整備を行い、交通結

節点としての機能を強化するとともに副都市中心拠点として、

ふさわしいまちづくりを目指します。 

愛甲石田駅周辺整備事業 

≪都市整備部≫ 

 本厚木駅南口地区において、交通結節点の機能強化を図るとと

もに、商業、業務、居住などの複合的な都市機能の整備を促進

し、魅力ある駅周辺の顔づくりを目指します。 

本厚木駅南口地区市街地再開発

事業 

≪都市整備部≫ 

 アミューあつぎやバスセンターなどの主要施設と本厚木駅とを

直接結ぶ動線となる地下道の活性化を図ります。 

地下道活性化事業 

≪政策部≫ 

 中心市街地 100ha 内の空き店舗に出店する事業者に対する家賃

等の支援やあつぎ国際大道芸などの魅力あるイベントを開催す

るほか、商業者等が実施する各種事業を支援し、まちのにぎわ

い創出及び商業活性化を図ります。 

市街地商業活性化事業 

≪産業振興部≫ 

 今後の都市づくりの方向性や将来都市構造について検討し、「厚

木市都市マスタープラン」の改定等を行うほか、総合都市交通

に係る新たな計画及び立地適正化計画を策定します。 

将来都市構造構築事業 

≪まちづくり計画部≫ 

 商店会が協力して行う販路拡大のための事業や商店会連合会が

実施する商業振興事業や後継者育成事業等に対し、補助金を交

付します。 

商業活動振興事業 

≪産業振興部≫ 

 地域の総合経済団体である厚木商工会議所が実施する優良小売

店舗表彰及び合同入社式・社員研修等の諸事業に対し、補助金

を交付します。 

商工業振興事業 

≪産業振興部≫ 

 本厚木駅及び愛甲石田駅周辺にデジタルサイネージ（電子看板）

を設置し、イベントや観光情報、市からのお知らせなどの情報

を発信します。 

デジタルサイネージ設置事業 

≪市長室≫ 

 駅周辺や公共施設、店舗などで、容易にインターネットに接続

できる公衆無線ＬＡＮ環境を整備します。 

公衆無線ＬＡＮ整備事業 

≪政策部≫ 
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具体的な施策 ② 利便性の高い交通環境の充実 事業名≪所管部≫ 

 国による用地取得が行われている市内の厚木秦野道路の事業化

区間について、国の「用地国債先行取得制度」を活用し、事業

推進に協力します。 

厚木秦野道路用地取得事業 

（用地国債） 

【公共用地取得事業特別会計】

≪道路部≫ 

 特に自転車利用者が多い地域や施設周辺を中心に、市内全域を

対象として自転車走行空間の整備路線を選定し、自転車ネット

ワーク計画を策定します。 

自転車走行空間整備事業 

≪道路部≫ 

 都市計画道路を整備し、安全で快適な市民生活を確保するとと

もに、交通渋滞の解消を図ります。 

街路整備事業 

≪道路部≫ 

 都市計画道路の整備に必要な道路用地の買収及び物件移転補償

を行います。 

街路用地取得事業 

≪道路部≫ 

 令和２（2020）年度の厚木パーキングエリアスマートインター

チェンジ供用開始に向け、整備を進めます。 

スマートインターチェンジ整備

事業 

≪道路部≫ 

 スマートインターチェンジのアクセス道路となる相模川右岸堤

防道路を再整備します。 

スマートインターアクセス道路

改修事業 

≪道路部≫ 

 地域の主要道路として、地域間の連続性、通行の円滑性及び安

全性等の観点から計画的に拡幅改良を実施し、地域交通環境の

有効な改善を図ります。 

幹線市道新設改良事業 

≪道路部≫ 

 幹線市道、１・２級市道、一般生活道路の新設・拡幅などの道路

改良事業に必要な道路用地の買収及び物件移転補償を行います。 

道路整備用地取得事業 

≪道路部≫ 

 １・２級市道に係る歩行者の通行（通学路や公共施設周辺）の

安全性向上に考慮し、計画的な歩道整備を推進します。特に、

バリアフリーの視点から安全かつ円滑な歩道空間の確保に努め

ます。 

歩道整備事業 

≪道路部≫ 

 通行の支障となっている交差点において、交通の円滑化を図る

ための交差点改良を行います。また、安全性を向上するため即

効性の高い交差点の改良を実施します。 

交差点等改良事業 

≪道路部≫ 

 ノンステップバスの導入補助を行うほか、厚木市地域公共交通

会議を開催し、バス車両等のバリアフリー化や地域の公共交通

の確保・維持及び改善に関する協議を行います。 

地域公共交通対策事業 

≪まちづくり計画部≫ 

 小田急多摩線については、相模原市、愛川町、清川村及び厚木

市で組織する「小田急多摩線の延伸促進に関する連絡会」にお

いて調査研究を進め、要望等の活動を行います。また、相鉄線

については、本厚木駅への延伸に向けて早期着工を図ることが

できるよう、鉄道事業者及び関係機関と調整を行います。 

広域交通促進事業 

≪まちづくり計画部≫ 

 市の公共施設５か所に設置した急速充電器５基の維持管理を行

うほか、電気自動車の充電インフラを設置する市内企業等に対

し、補助金を交付します。 

未来型グリーンモビリティ産業

推進事業 

≪産業振興部≫ 
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具体的な施策 ③ 市民の憩いや安らぎの場の創出 事業名≪所管部≫ 

 施設の老朽化や機能の低下、樹木により見通しが悪い公園を安

心して過ごすことができる公園として改修するとともに、健康

増進やバリアフリー化等の市民ニーズに対応した公園として整

備します。 

公園緑地整備事業 

≪都市整備部≫ 

 緑のまつりを開催することにより、緑にふれあい、親しみなが

ら緑の大切さの育成を行います。 

緑を豊かにする事業 

≪都市整備部≫ 

 「公園施設長寿命化計画」に基づき、急速な老朽化が見込まれ

る公園遊具を更新することで、利用者が安心して楽しく遊べる

環境を整備します。 

公園施設安心安全対策事業 

≪都市整備部≫ 

 公園花壇の植栽及び育成管理をしているボランティア活動に対

し、春・秋の２回にわたって草花の苗等を配布し、地域緑化を

推進します。 

花未来事業 

≪都市整備部≫ 

 あつぎつつじの丘公園のつつじ等の適正な育成及び維持管理を

行い、日本一のつつじの公園に育て上げるとともに、緑豊かな

荻野運動公園拡張区域の植生管理やコミュニティガーデンの草

花の育成を行い、市民や観光客に感動と安らぎを提供するほか、

みどりの知識を深める講座を開催します。 

みどりの育成事業 

≪都市整備部≫ 

 市内の谷戸や水辺を再生し、多様な動植物の生育環境の再生・

保全を図り、市民が自然観察や散策など、水辺と親しめる環境

を整備します。 

谷戸水辺再生事業 

≪都市整備部≫ 

 恩曽川に整備された親水広場や善明川を活用し、近隣小学校の

児童による環境学習を実施します。 

水辺ふれあい創出事業 

≪都市整備部≫ 

 河川堤防を歩行者空間として、市民の健康と交流を支えるみち

づくりを推進します。 

健康・交流のみちづくり事業 

≪道路部≫ 

 

施策の方向性 
２ 「選ばれる都市」を目指し、あつぎの魅力を都市ブランドとして確立し、戦

略的に全国に発信する。 

具体的な施策 ① あつぎの魅力の発信力強化 事業名≪所管部≫ 

 「厚木市シティセールス推進指針」に基づき、本市の魅力とな

る地域資源や特性などを市内外へ情報発信するとともに、市民

協働によるシティセールスの取組を推進します。 

シティセールス推進事業 

≪産業振興部≫ 

 「浜の活力再生プラン」に基づき、アユ資源の安定確保を図り

ます。 

 アユを活用した６次産業化等の取組を、関係行政機関や関係漁

業団体等と連携して実施します。 

浜の活力再生プラン推進事業 

≪環境農政部≫ 

 若い世代で構成する組織を設置し、住みたい、働きたい、訪れ

たいと思える魅力あるまちづくりに向けた事業を検討・実施す

るとともに、あらゆる世代から選ばれる都市を目指し、あつぎ

の魅力を全国に発信します。 

あつぎの魅力創造・交流事業 

≪政策部≫ 
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施策の方向性 
３ 20 歳代を中心とした若い世代に対する市内企業への就職支援の充実と定住

促進に取り組む。 

具体的な施策 ① 就労支援の充実と市内企業情報の発信力強化 事業名≪所管部≫ 

 市内中小企業者等が販路拡大のために見本市、フェア及び展示

会等に出展に要する費用の一部を補助します。 

中小企業活性化推進事業 

≪産業振興部≫ 

 ロボット関連製品の開発・改良や市場展開に向けた取組を行う

市内企業等に対し、ロボット製品の研究・開発費用の一部を補

助します。 

ロボット産業推進事業 

≪産業振興部≫ 

 国の農業次世代人材投資資金制度を活用し、青年新規就農者に

給付金を交付するとともに、就農後の営農定着を促進するため

の支度金を交付します。 

新規就農者支援事業 

≪環境農政部≫ 

 各種セミナーや講座を実施するとともに、各種相談事業を実施

します。 

 障がい者を常用雇用する中小企業者に対し、奨励交付金を交付

します。 

就労対策事業 

≪産業振興部≫ 

 訓練校に対する支援として補助金を交付するとともに、技能職

団体相互の連携と交流を図るため、活動に対する補助金を交付

します。また、職人の技と伝統を伝え、若年者の職業選択の機

会を拡大するため、市内外への広報活動を実施します。 

技能振興事業 

≪産業振興部≫ 
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具体的な施策 ② 定住を促進するための支援の充実 事業名≪所管部≫ 

 市内の私立保育施設に就職又は勤務する方に対し、奨学金を利

用して保育士の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を

助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成するとともに、

保育士有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付します。 

保育士確保助成事業 

≪こども未来部≫ 

 市内の私立幼稚園に就職又は勤務する方に対し、奨学金を利用

して幼稚園教諭の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部

を助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成するととも

に、幼稚園教諭有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付し

ます。 

幼稚園教諭確保助成事業 

≪こども未来部≫ 

 市内の事業所等に就職又は勤務する方に対し、奨学金を利用し

て介護職の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部を助成

するほか、市外からの転入費用の一部を助成するとともに、介

護職有資格者の復職等に対し、奨励助成金を交付します。 

介護職人材確保支援事業 

≪福祉部≫ 

 市内の医療機関に勤務する方に対し、奨学金を利用して看護職

や歯科衛生士等の資格を取得した方の奨学金の返済費用の一部

を助成するほか、市外からの転入者及び看護職有資格者の復職

等に対し、奨励助成金を交付します。 

看護職等人材確保支援事業 

≪市民健康部≫ 

 「厚木市空家等対策計画」に基づき、地域住民の生活環境に影

響を及ぼしている空き家の解体費や購入費の一部を補助すると

ともに、三世代同居や近居に補助金を加算し、定住を促進しま

す。 

空き家等対策推進事業 

≪まちづくり計画部≫ 

 耕作放棄地を農地に再生し、戦略作物等の作付けを行うことで

農地の保全と農業経営の安定化を推進します。また、耕作放棄

地を再生利用する新たな担い手の農業定着に向け、小麦・大豆

等の生産における収益拡大と新たな加工食品の流通促進を図る

ほか、農業機械購入の一部を補助します。 

耕作放棄地再生利用事業 

≪環境農政部≫ 

 若い世代で構成する組織を設置し、住みたい、働きたい、訪れ

たいと思える魅力あるまちづくりに向けた事業を検討・実施す

るとともに、あらゆる世代から選ばれる都市を目指し、あつぎ

の魅力を全国に発信します。 

あつぎの魅力創造・交流事業 

≪政策部≫ 

 市内に居住する親世帯と近居又は同居するために市外から転入

し、住宅を新築・購入又は増改築した方に対し、補助金を交付

します。 

定住促進住宅取得等支援事業 

≪まちづくり計画部≫ 
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施策の方向性 
４ 東京オリンピック・パラリンピックの開催を捉え、国内外に向けた情報発信力

を強化するとともに、既存の観光資源の活用と新たな観光資源を創出する。 

具体的な施策 ① 国内外からの観光客誘致の促進 事業名≪所管部≫ 

 自治体間で連携した観光プロモーションを行うことにより、既

存観光資源の魅力を高め、情報発信力の強化による誘客促進を

図ります。 

広域連携観光推進事業 

≪産業振興部≫ 

 温泉やハイキングコースなど、本市の魅力をＰＲするイベント

を実施するとともに、観光情報を紹介・宣伝するパンフレット

や動画等を作成し、情報発信力を強化します。 

観光宣伝事業 

≪産業振興部≫ 

 国内外からの観光客誘致を促進するため、観光関連事業者に対

し、受入環境整備に係る事業に対し、補助金を交付します。ま

た、市内に滞在する外国人ビジネス客に対し、意向調査を実施

します。 

インバウンド推進事業 

≪産業振興部≫ 

 産業と観光の振興を図るとともに、市民のふれあいを深めるた

め、あつぎ鮎まつりや、あつぎ飯山桜まつりなど、魅力ある観

光イベントを開催します。 

観光行事推進事業 

≪産業振興部≫ 

 本市観光の推進主体である観光協会に対して補助金を交付し、

観光情報の発信など、観光産業の振興を図ります。 

観光協会補助金 

≪産業振興部≫ 

 「厚木市観光振興条例」の実効性を高めるため、条例の運用状

況の点検等を行います。また、本市の観光を取り巻く環境変化

や国の動向を踏まえ、「厚木市観光振興計画」を改定します。 

観光振興条例推進事業 

≪産業振興部≫【完了】 

具体的な施策 ② 観光地の魅力創出 事業名≪所管部≫ 

 産業と観光の振興を図るとともに、市民のふれあいを深めるた

め、あつぎ鮎まつりや、あつぎ飯山桜まつりなど、魅力ある観

光イベントを開催します。 

観光行事推進事業 

≪産業振興部≫ 

 飯山地区及び七沢地区の自然と温泉を活用した「健康づくり大

学」や「森林セラピー体験」などを開催し、観光客の誘致を図

ります。 

健康づくり村推進事業 

≪産業振興部≫ 

 飯山白山森林公園桜の広場を中心とするエリアについて、観光

拠点としての機能強化に向けた計画を作ります。 

飯山白山森林公園桜の広場整備

事業 

≪産業振興部≫ 

 地域団体と協働し、飯山地区及び七沢地区の観光資源の活性化

を図ります。 

観光資源活性化事業 

≪産業振興部≫ 

 飯山地区及び七沢地区を始めとする本市の観光資源等の維持補

修を行い、観光地としての魅力の向上を図ります。 

観光施設維持補修事業 

≪産業振興部≫ 

具体的な施策 ③ オリンピック・パラリンピックのレガシーの創出 事業名≪所管部≫ 

 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契

機に、荻野運動公園を練習会場として誘致するため、スポーツ

施設のリニューアルを行い、利用者環境の充実を図ります。 

荻野運動公園スポーツ施設リニ

ューアル事業 

≪都市整備部≫【完了】 

 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前キャ

ンプ誘致等を行い、本大会の成功に向けた協力及び支援を行い

ます。 

オリンピック・パラリンピック

支援推進事業 

≪政策部≫ 
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（１）現状・課題 

 本市が将来にわたって活力あるまちであり続けるためには、人口減少を抑制し、一定の人

口規模を維持するだけでなく、年少人口（０～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）、老年

人口（65歳以上）のバランスのとれた人口構成を確保することが重要です。 

 本市の老年人口（65歳以上）は、平成２（1990）年以降、急速に増加しており、平成 27（2015）

年は 51,432 人、人口総数の 22.9％となっており、超高齢社会※17に突入しています。 

 市民の健康に対する意識の向上と健康の保持増進を図り、誰もが生涯にわたり健康に暮ら

すことができるまちづくりに継続的に取り組む必要があります。 

 市民生活における安心・安全の向上と防災・減災対策の充実・強化を図り、誰もが安心し

て安全に暮らすことができるまちづくりに取り組む必要があります。さらに、セーフコミ

ュニティ認証都市として、安心・安全なまちを全国に発信する取組が必要です。 

 

（２）施策の方向性・具体的な施策 

施策の方向性 ＳＤＧｓ 具体的な施策 

１ 市民の健康保持増進を図るととも

に、学ぶ場と活躍の場を創出する。 

 ① 市民の健康保持増進 

② 市民の学ぶ場と活躍の場の創出 

２ 防災・減災対策を充実・強化すると

ともに、市民生活における安心・安全

の向上を図る。 

 ① 防災・減災対策の充実・強化 

② 市民生活における安心・安全の 

向上 

 

（３）重要業績評価指標（ＫＰＩ）※18 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値 目標値 

刑法犯認知件数 
2,622 件 

（平成 25（2013）年） 

2,000 件 

（令和２（2020）年） 

市民満足度「予防医療の観点から健康づくりが

推進されている」と思う市民の割合 

72.2％ 

（平成 26（2014）年度） 

76.0％ 

（令和２（2020）年度） 

市民満足度「高齢者が安心していきいきと生活

できる環境づくりが推進されている」と思う市

民の割合 

51.3％ 

（平成 26（2014）年度） 

56.0％ 

（令和２（2020）年度） 

市民満足度「生涯学習活動が推進されている」

と思う市民の割合 

51.2％ 

（平成 26（2014）年度） 

57.0％ 

（令和２（2020）年度） 

市民満足度「災害に強いまちづくりが推進され

ている」と思う市民の割合 

65.9％ 

（平成 26（2014）年度） 

75.0％ 

（令和２（2020）年度） 

                                                
※17 総人口に対して老年人口の占める割合が 21％を超えた社会 

※18 19 ページ参照 

市民が生きがいを感じ、健康で安心して暮らせるまちづくりを推進する 

～あらゆる世代がいきいきと生涯にわたり健康に暮らせるまちの実現～ 

基本目標３ 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値 目標値 

市民満足度「消防・救急体制が充実している」

と思う市民の割合 

69.5％ 

（平成 26（2014）年度） 

74.0％ 

（令和２（2020）年度） 

市民満足度「安心して安全に暮らせるまちづく

りが推進されている」と思う市民の割合 

66.0％ 

（平成 26（2014）年度） 

71.0％ 

（令和２（2020）年度） 

 

（４）主な取組 

施策の方向性 １ 市民の健康保持増進を図るとともに、学ぶ場と活躍の場を創出する。 

具体的な施策 ① 市民の健康保持増進 事業名≪所管部≫ 

 高齢者等が住み慣れた地域で自分らしい生活ができるよう、医

療・介護・介護予防・生活支援・住まいが一体的に提供される

地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

包括的支援事業（在宅医療・介

護連携推進事業）【介護保険事

業特別会計】 

≪福祉部≫ 

 「公共施設最適化基本計画」等に基づき、総合福祉センターを

（仮称）保健福祉センターとして再整備し、施設機能の充実と

長寿命化を図ります。 

（仮称）保健福祉センター整備

事業 

≪福祉部≫【完了】 

 日常生活で運動する機会の少ない障がい者、障がい児及び高齢

者を対象に、水浴訓練室の開放、健康づくり教室、団体貸切及

び児童発達支援事業ひよこ園プール保育活動を実施します。 

健康スイミング事業 

≪市民健康部≫ 

 がん検診、健康診査、歯科健診等の検診事業、健康教育、健康

相談、訪問指導等の健康増進事業及びいのちのサポート相談等

の自殺対策事業を実施します。 

健康増進事業 

≪市民健康部≫ 

 予防接種法に基づく子どもの定期予防接種を実施するととも

に、任意予防接種の費用を助成します。 

子ども予防事業 

≪市民健康部≫ 

 高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種及び肺炎球菌ワク

チン予防接種を実施します。 

予防事業 

≪市民健康部≫ 

 健康あつぎ推進リーダーの養成や食育推進事業など、健康増進

と食育推進を図る各種事業を実施します。 

 各種健診事業の受診者や健康増進事業等の参加者にポイントを

付与し、特典を贈呈する「あゆコロちゃんＧＥＮＫＩポイント」

を推進します。 

健康づくり事業 

≪市民健康部≫ 

 健康度見える化コーナーにおいて、利用者自身による各種健康

機器を使った継続的な健康度チェックを可能にするとともに、

専門職による健康に関する相談又は助言を行います。 

未病施策事業 

≪市民健康部≫ 

 公益財団法人厚木市スポーツ協会が行うスポーツ推進事業に要

する経費に対し、補助金を交付します。 

 幼児から高齢者まで幅広い世代の体力向上や健康増進を図る事

業を行います。 

市民スポーツ推進事業 

≪社会教育部≫ 

 

 



36 

 

将来にわたって活力あるまちの礎を築く 第３章 施策展開 

 
具体的な施策 ② 市民の学ぶ場と活躍の場の創出 事業名≪所管部≫ 

 高齢者の就業機会の拡大を図るシルバー人材センターの運営費

を補助します。 

 関係機関の連携を強化し、高齢者の多様な就労ニーズに対応し

た仕組みを構築します。 

高齢者生きがい就労事業 

≪福祉部≫ 

 高齢者の生きがい対策等を推進している老人クラブ連合会の運

営費を補助します。 

老人クラブ指導育成事業 

≪市民健康部≫ 

 各公民館において各種学級・講座を開設するとともに、文化振

興事業、公民館まつり事業、コミュニティ推進事業及びスポー

ツ・レクリエーション推進事業を実施します。 

公民館活動事業 

≪社会教育部≫ 

 輝き厚木塾及びリカレント学習推進事業を実施するとともに、

生涯学習に関する情報を発信します。 

生涯学習振興事業 

≪協働安全部≫ 

 市内５大学との包括協定に基づき、各大学の特徴をいかした教

養科目、市の概要や施策等を学ぶ協働科目、市内企業から先端

技術や情報等を学ぶ企業科目のほか、教養科目受講者を対象に、

学んだ知識を活用して市民活動を始めるための実践科目を実施

します。 

あつぎ協働大学開設事業 

≪協働安全部≫ 

 幼い頃からの読書習慣や絵本を通じて親子のふれあいを深める

ことの重要性を周知するブックスタート事業を実施します。 

 「読書大好きあつぎっ子」の育成のため、家庭における読書の

啓発やきっかけづくりを図ります。 

子ども読書活動推進事業 

≪社会教育部≫ 

 市民文化祭、市民芸術祭、野外彫刻造形展及びミュージックフ

ェスティバルを実施することにより、市民による多様な文化芸

術活動を推進します。 

あつぎ市民芸術文化祭開催事業 

≪協働安全部≫ 

 郷土芸能まつりや郷土芸能普及公演など、郷土芸能の鑑賞の場

を数多く提供するとともに、後継者育成のための体験講座や郷

土芸能学校を開催します。 

郷土芸能事業 

≪社会教育部≫ 

 歴史、民俗、自然に関する資料を収集し、これらの調査研究の

成果を後世に残すとともに、展示会や講座などにおいて市民に

公開します。 

郷土博物館活動推進事業 

≪社会教育部≫ 

 

施策の方向性 
２ 防災・減災対策を充実・強化するとともに、市民生活における安心・安全の

向上を図る。 

具体的な施策 ① 防災・減災対策の充実・強化 事業名≪所管部≫ 

 県による崩壊対策工事の対象外地域において、急傾斜地等の崩

壊から市民の生命、財産を守るため、崩壊防止対策工事費等の

一部を助成します。 

急傾斜地安全対策事業 

≪市長室≫ 

 土砂災害警戒区域内に立地する避難所を安全な施設として整備

するための調査・工事等を行います。 

指定避難所等安全対策事業 

≪市長室≫【完了】 
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 災害対策本部を置く本庁舎が浸水した場合にも対応できるよ

う、電源供給経路等を見直します。 

 本庁舎の機能が停止した際に災害対策本部を置くぼうさいの丘

公園の防災設備等の改修を行います。 

災害対策本部機能強化事業 

≪市長室≫【完了】 

 準用河川において、近年の計画降雨を上回る豪雨による洪水の

浸水被害が予測されるため、洪水に対する浸水想定区域図を作

成するほか、準用河川の状況を常時監視するカメラを設置しま

す。 

準用河川安全対策事業 

≪都市整備部≫ 

 災害時の一時的な避難場所となる市内の公園に、トイレ、かま

ど、収納機能を持つ防災用ベンチを整備します。 

防災用ベンチ整備事業 

≪都市整備部≫ 

 防災行政無線を補完する新型防災ラジオの購入を希望する市民

に対し、計画的に新型防災ラジオの有償配布を行います。 

新型防災ラジオ整備事業 

≪市長室≫ 

 地震等の災害により想定される被害を軽減するとともに、「災

害に強いまちづくり」を実現するため、「地域防災計画」を多

様化する災害に的確に対応できる計画として改訂します。 

 浸水の区域や程度、避難所等を掲載した洪水ハザードマップを

作成し、全戸配布を行います。 

地域防災計画改定事業 

≪市長室≫【完了】 

 地震等の災害により想定される被害を軽減するとともに「災害

に強いまちづくり」を実現するため、近年頻発する災害に対応

できる地区別防災マップを作成します。 

地区別防災マップ作成事業 

≪市長室≫ 

 大規模災害時における市民生活の迅速な復旧を支援するため、

被災者支援システムを構築します。 

被災者支援システム整備事業 

≪市長室≫ 

 大規模災害発生時における被害を最小限に抑え、市民の生命、

身体及び財産を保護するため、震度分布図、液状化分布図、最

新の土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域を反映したオールハ

ザードマップを作成し、全戸配布します。 

オールハザードマップ等作成事業 

≪市長室≫ 

 あらゆる自然災害における最悪な事態を避けるため、事前の防

災・減災対策と迅速な復旧・復興に資する施策を総合的かつ計

画的に実施する国土強靭化地域計画を策定します。 

国土強靭化地域計画作成事業 

≪市長室≫ 

 都市再生緊急整備地域内の一時滞在施設となる民間事業者が帰

宅困難者等の安全を確保するために整備する事業に対し、補助

金を交付します。 

防災対策強化事業 

≪市長室≫【完了】 

 災害現場で活動する消防団員の活動環境の充実を図るため、装

備品等を整備します。 

 消防活動を後方から支援する厚木市大規模災害サポート隊の拡

充を図ります。 

消防団活性化事業 

≪消防本部≫ 

 消防庁舎の機能維持のため、施設の整備及び改修を行います。 
消防庁舎整備事業 

≪消防本部≫ 
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具体的な施策 ② 市民生活における安心・安全の向上 事業名≪所管部≫ 

 市民生活における様々な悩みや問題を解決に導くため、市民相

談員と市職員が相談に応じる一般相談のほか、弁護士や税理士

などの専門家の相談員による特別相談を実施します。 

市民相談事業 

≪協働安全部≫ 

 「誰もがいつまでも安心・安全で健康に暮らせるまち」を目指

し、市民や行政などが協働して事故やけがの予防対策に取り組

み、セーフコミュニティ活動を推進します。 

セーフコミュニティ推進事業 

≪協働安全部≫ 

 地域の安心・安全に関する課題抽出や対策の検討などを行うワ

ークショップ及び地域の危険箇所等を点検する地域安全マップ

の作成等を支援します。 

地域セーフコミュニティ活動推

進事業 

≪協働安全部≫ 

 防犯意識の向上を図るため、啓発看板の設置や防犯啓発キャン

ペーンを実施するとともに、市民安全指導員によるパトロール

などを実施します。 

 振り込め詐欺等から、市民の財産を守るため、広報啓発活動を

実施します。 

防犯対策事業 

≪協働安全部≫ 

 見守りシステム（防犯カメラ）の管理運営を行うことにより、

歩行者への心理的安心感を確保し、体感治安の向上を図ります。 

安心・安全対策整備事業 

≪協働安全部≫ 

 客引き行為等指導員による駐留やパトロールを実施するととも

に、自治会、商店街及び警察等との協働による環境浄化パトロ

ール活動を実施し、本厚木駅周辺における体感治安の向上及び

犯罪の未然防止を図ります。 

本厚木駅周辺環境浄化対策事業 

≪協働安全部≫ 

 市内 15 地区の主要道路に監視所を設置し、交通安全の啓発及び

交通指導を実施するとともに、交通安全教育及び交通安全指導

者の育成などを推進します。また、交通関係団体が実施する交

通安全啓発活動等を支援します。 

交通安全対策事業 

≪協働安全部≫ 

 幼児、児童・生徒及び高齢者を対象に、ヘルメット購入費用の

一部を助成します。 

 一定の要件を満たす方に、幼児２人同乗用自転車の購入費の一

部を助成します。 

交通安全普及促進事業 

≪協働安全部≫ 

 放置自転車の指導啓発・整理業務、保管場所の維持管理、移動

保管料の徴収及び移動作業業務を実施します。 

放置自転車対策事業 

≪協働安全部≫ 

 消費者トラブルに巻き込まれた方に対し、早期解決に向けた助

言を行うとともに、被害の未然防止を図るため、啓発活動を実

施します。 

消費生活相談・消費者意識啓発

事業 

≪協働安全部≫ 

 振り込め詐欺、悪徳セールス、架空請求、アポイント電話等の

被害から、市民の財産を守るため、録音機能付き電話機等の購

入費の一部を補助します。 

振り込め詐欺等防止装置購入費

補助事業 

≪協働安全部≫ 

 児童・生徒の登下校時における安全を確保するため、防犯ブザ

ーを配布するとともに、学童通学誘導員を配置します。 

児童・生徒登下校等安全推進事業 

≪学校教育部≫ 

 商店会が所有する街路灯に、犯罪の抑止力につながる防犯カメ

ラを設置する際に必要な費用の一部を補助します。 

市街地商業活性化事業 

≪産業振興部≫ 
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（１）現状・課題 

 第５次行政改革では、「スリム化した組織の実現」として、委託化の推進や事務の見直し

などを行うことにより職員の削減を進めてきました。また、「市民との協働の推進」とし

て、市民協働推進条例など 10 の条例を制定し、市民参加によるまちづくりを推進してき

ました。こうした取組の結果、日本経済新聞社が平成 25（2013）年に実施した経営革新度

調査で全国１位と評価されました。 

 人口減少は、市税収入の減少や公共施設の維持管理、市民サービスにも影響を及ぼすこと

が懸念されます。 

 少子高齢化の進展に伴い、社会保障費の更なる増加は避けられず、引き続き、市の財政に

影響を及ぼすことが予測されます。 

 昭和 40 年代から 50 年代の急激な人口増加時代に整備された公共施設の老朽化が課題とな

ることから、施設の長寿命化や再配置を計画的に進める必要があります。 

 近隣市町村と共通する行政課題の解決に向け、自治体相互が連携して、それぞれの特性を

いかした機能分担を推進し、市民サービスの向上を図ることが必要です。 

 今後、より良い本市の未来を築くためには、これまで実施してきた改革を継続しながらも、

中長期的な経営戦略に主眼を置き、時代の変化に的確に対応できる体制を整えることが重

要です。 

 

（２）施策の方向性・具体的な施策 

施策の方向性 ＳＤＧｓ 具体的な施策 

１ 人口減少を見据えた強い財政、強い

組織をつくるとともに、市民協働の更

なる推進を図る。 

 ① 積極的な財源の確保と資産の適切

な管理・運用 

② 庁内組織体制の最適化と職員の人

材育成の推進 

③ 市民協働の更なる推進 

２ 公共施設最適化基本計画に基づく公

共施設の最適化を図る。 

 
① 公共施設の適正配置の推進 

３ 広域的な課題解決や効率的な行政運

営を図るため、都市間連携を更に推進

する。 

 

① 都市間連携の推進 

 

人口減少による将来への影響を見据えた自主・自立のまちづくりを推進する 

～将来にわたって持続可能なまちの実現～ 

基本目標４ 
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（３）重要業績評価指標（ＫＰＩ）※19 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値 目標値 

市民対話等要望対応率 
78.6％ 

(平成 21～25（2009～2013）年度の平均値) 

81.0％ 

（令和２（2020）年度） 

都市間連携の実施件数 
44 件 

（平成 25（2013）年度） 

50 件 

（令和２（2020）年度） 

市民満足度「行財政運営が効率的に行われてい

る」と思う市民の割合 

46.9％ 

（平成 26（2014）年度） 

55.0％ 

（令和２（2020）年度） 

市民満足度「市民協働による行政運営が推進さ

れている」と思う市民の割合 

42.1％ 

（平成 26（2014）年度） 

57.0％ 

（令和２（2020）年度） 

市民満足度「都市間の連携が推進されている」

と思う市民の割合 

48.4％ 

（平成 26（2014）年度） 

55.0％ 

（令和２（2020）年度） 

 

（４）主な取組 

施策の方向性 
１ 人口減少を見据えた強い財政、強い組織をつくるとともに、市民協働の更な

る推進を図る。 

具体的な施策 ① 積極的な財源の確保と資産の適切な管理・運用 事業名≪所管部≫ 

 更なる業務の効率化や生産性の向上を図り、これまで以上に質

の高い行政サービスを提供するため、ソフトウェア上のロボッ

トにより業務工程を自動化する仕組みであるＲＰＡなどの新技

術を導入します。 

行政改革推進事業 

≪政策部≫ 

 予算削減や財源確保の努力を評価する仕組みを研究するととも

に、事業見直しに資する新たな仕組みを検討し、事業のスクラ

ップ・アンド・ビルドや事業内容の見直しを積極的に行います。 

事業の積極的な見直し 

≪政策部≫ 

 ふるさと納税の活用、広告掲載事業の推進及び国庫等補助金の

確保等により、特定財源を積極的に確保します。 

特定財源の確保 

≪政策部、財務部、関係部≫ 

 不特定多数からの事業への応援や賛同により費用を確保するク

ラウドファンディングを活用した事業を実施します。 

クラウドファンディングの活用 

≪政策部≫【完了】 

 債権回収業務のノウハウの共有、関係課の連携強化、国民健康

保険料と市税収納一元化に向けた検討及び市税収納率向上のた

めの研究を行い、市債権を確実に収納します。 

市債権の収納強化 

≪政策部、財務部、関係部≫ 

具体的な施策 ② 庁内組織体制の最適化と職員の人材育成の推進 事業名≪所管部≫ 

 将来の職員の年齢構成、男女比を最適化するとともに、技術職

のノウハウの伝承が適切に行われるよう、将来の職員構成を想

定した定員管理計画を策定します。 

職員定員管理計画の策定 

≪政策部、総務部≫ 

 「厚木市人材育成基本方針」に基づき、「風通しの良い職場」

「キャリアプラン」「意識向上」「人事管理」「人材確保」「能

力開発」の六つの視点から人材育成に取り組みます。 

人材育成基本方針に基づいた取

組の推進 

≪政策部、総務部≫ 

 

                                                
※19 19 ページ参照 
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具体的な施策 ③ 市民協働の更なる推進 事業名≪所管部≫ 

 15地区地域づくり推進委員会の活動を支援するための補助金を

交付するとともに、「厚木市自治基本条例」に規定する地区市

民自治推進組織としての活性化を図るための取組を支援しま

す。 

 啓発物品の配布のほか、各種事業に都市宣言の趣旨を反映させ

る活動などを通じて、あつぎ市民ふれあい都市宣言の普及啓発

を図ります。 

コミュニティ推進事業 

≪協働安全部≫ 

 「厚木市市民協働推進条例」に基づき、市民協働事業提案制度

を始めとする各種施策を推進します。 

市民協働推進事業 

≪協働安全部≫ 

 

施策の方向性 ２ 公共施設最適化基本計画に基づく公共施設の最適化を図る。 

具体的な施策 ① 公共施設の適正配置の推進 事業名≪所管部≫ 

 「厚木市公共施設最適化基本計画」に基づき、施設の設置目的

や利用状況などを考慮しながら、公共施設のより効率的かつ効

果的な維持管理・運営及び適正配置を推進します。 

公共施設最適化推進事業 

≪政策部≫ 

 庁舎の老朽化、分散化、狭あい化の解消や災害対応力の強化を

図るため、新庁舎の建設を進めます。 

庁舎再編等推進事業 

≪政策部≫ 

 

施策の方向性 ３ 広域的な課題解決や効率的な行政運営を図るため、都市間連携を更に推進する。 

具体的な施策 ① 都市間連携の推進 事業名≪所管部≫ 

 自治体間で連携した観光プロモーションを行うことにより、既

存観光資源の魅力を高め、情報発信力の強化による誘客促進を

図ります。 

広域連携観光推進事業 

≪産業振興部≫ 

 近隣市町村と共通する行政課題の解決に向けた調査・研究を行

います。 

広域都市連携推進事業 

≪政策部≫ 
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（１）現状・課題 

 本市の特徴の一つとして、昭和 55（1980）年以降、一貫して昼間人口が常住人口を上回っ

ており、平成 27（2015）年の昼夜間人口比率（115.6％）は、全国 815 市区中 16 位、（県

内１位）となっています。 

 本市に常住する就業者（市内に住んで働いている人）のうち、自市内の就業率は 59.6％と、

近隣市で最も高くなっています。 

 本市は、自市内就業率が高く、また、周辺から本市に働きに来る人も多いことから、企業

誘致や市内企業の活性化などにより、働く場を確保し、今後も本市の特性を維持していく

ことが重要です。 

 定住促進を図るためには、子育て、まちづくり施策の充実のみならず、働く場を確保する

とともに、市外からの通勤者の本市への移住を促進し、生産年齢人口（15～64 歳）の増加

につなげていく必要があります。 

 

（２）施策の方向性・具体的な施策 

施策の方向性 ＳＤＧｓ 具体的な施策 

１ 地域経済の活性化や雇用の創出に大

きな役割を果たす企業の誘致を推進す

る。 

 

① 新たな産業拠点の創出 

② 企業誘致の推進 

２ 中小企業の正規雇用拡大、労働生産

性の向上、円滑な事業承継を支援する。 

 ① 企業活動の活性化に向けた支援の

充実 

 

（３）重要業績評価指標（ＫＰＩ）※20 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値 目標値 

事業所数 
9,994 事業所 

（平成 26（2014）年） 

10,600 事業所 

（令和２（2020）年） 

就業者数 
150,242 人 

（平成 26（2014）年） 

159,300 人 

（令和２（2020）年） 

卸売業・小売業の年間販売額 
9,046 億円 

（平成 24（2012）年） 

10,038 億円 

（令和２（2020）年） 

市民満足度「計画的な土地利用による魅力的な

拠点づくりが進んでいる」と思う市民の割合 

36.1％ 

（平成 26（2014）年度） 

55.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～69 歳の市民の割合 

33.9％ 
（令和元（2019）年度） 59.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】37.3％ 

（平成 26（2014）年度） 

                                                
※20 19 ページ参照 

働く場をつくることにより、定住者を増やし、経済活動を盛んにする 

～働く場を確保し、安定して働くことのできるまちの実現～ 

基本目標５ 

ターゲット 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値 目標値 

市民満足度「地域経済の活性化が図られている」

と思う市民の割合 

45.9％ 

（平成 26（2014）年度） 

55.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～69 歳の市民の割合 

43.9％ 
（令和元（2019）年度） 60.0％ 

（令和２（2020）年度） 【参考値】48.5％ 

（平成 26（2014）年度） 

市民満足度「就労・雇用環境の改善が図られて

いる」と思う市民の割合 

37.4％ 

（令和元（2019）年度） 

56.0％ 

（令和２（2020）年度） 

18～69 歳の市民の割合 
38.5％ 

（令和元（2019）年度） 

63.0％ 

（令和２（2020）年度） 

 

（４）主な取組 

施策の方向性 １ 地域経済の活性化や雇用の創出に大きな役割を果たす企業の誘致を推進する。 

具体的な施策 ① 新たな産業拠点の創出 事業名≪所管部≫ 

 計画的かつ充実した都市基盤整備を目指し、産業用地を創出す

るため、土地区画整理の事業化を推進します。 

土地区画整理推進事業 

≪都市整備部≫ 

 酒井土地区画整理事業の施行を促進するため、酒井土地区画整

理組合に対する指導、助言及び支援に努め、計画的かつ充実し

た都市基盤を形成します。また、施行地区周辺の道路・水路の

整備に向けた準備を進めます。 

酒井土地区画整理推進事業 

≪都市整備部≫ 

 森の里東土地区画整理事業の施行を促進するため、森の里東土

地区画整理組合に対する指導、助言及び支援に努めるとともに、

施行地区周辺の必要な都市基盤整備を市で施行し、計画的かつ

充実した都市基盤を形成します。 

森の里東土地区画整理推進事業 

≪都市整備部≫ 

 今後の都市づくりの方向性や将来都市構造について検討し、「厚

木市都市マスタープラン」の改定等を行うほか、総合都市交通

に係る新たな計画及び立地適正化計画を策定します。 

将来都市構造構築事業 

≪まちづくり計画部≫ 

具体的な施策 ② 企業誘致の推進 事業名≪所管部≫ 

 中心市街地 100ha 内の空き店舗に出店する事業者に対して家賃

等の支援を行い、空き店舗の利用促進を図ります。 

市街地商業活性化事業 

≪産業振興部≫ 

 「厚木市企業等の立地促進等に関する条例」の適用を受けた企

業等に対し、一定の要件のもと奨励金を交付します。 

企業立地元気アップサポート事業 

≪産業振興部≫ 

 

ターゲット 

ターゲット 
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施策の方向性 ２ 中小企業の正規雇用拡大、労働生産性の向上、円滑な事業承継を支援する。 

具体的な施策 ① 企業活動の活性化に向けた支援の充実 事業名≪所管部≫ 

 新規開業のために必要な資金の融資を受けた市内創業者に対

し、利子補給を行います。 

 開業手続きの実務や事業計画作成について学ぶ「あつぎ起業ス

クール」を開催します。 

ビジネスチャレンジャー支援事業 

≪産業振興部≫ 

 地域の総合経済団体である厚木商工会議所が実施する優良小売

店舗表彰及び合同入社式・社員研修等の諸事業に対し、補助金

を交付します。 

 地域経済の活性化を図るための指針である「厚木市産業マスタ

ープラン」について、経済状況の変化や法令等の整備を踏まえ、

産業振興施策の柱となる計画として策定します。 

商工業振興事業 

≪産業振興部≫ 

 製造業を営む市内中小企業者及び小規模企業者が設備投資に要

した費用の一部を補助します。 

 市内中小企業者等が、特許等を取得する際に係る費用の一部を

補助します。 

中小企業イノベーション支援事業 

≪産業振興部≫ 

 特定金融機関に一定の資金を無利子で預託し、中小企業者に低

利な融資を行うことで、資金の円滑化及び健全な経営の促進を

図ります。 

中小企業事業資金融資事業 

≪産業振興部≫ 

 市内製造業に対し、職員と中小企業診断士等の専門家による巡

回訪問を実施します。 

 市内中小企業者等が販路拡大のために見本市、フェア及び展示

会等の出展に要する費用の一部を補助します。 

 市内中小企業者等が県内及び都内の大学との共同研究を実施す

る際に要する費用の一部を補助します。 

中小企業活性化推進事業 

≪産業振興部≫ 

 ロボット関連製品の開発・改良や市場展開に向けた取組を行う

市内企業等に対し、ロボット製品の研究・開発費用の一部を補

助します。 

ロボット産業推進事業 

≪産業振興部≫ 

 訓練校に対する支援として補助金を交付するとともに、技能職

団体相互の連携と交流を深めるため、活動に対する補助金を交

付します。また、職人の技と伝統を伝え、若年者の職業選択の

機会を拡大するため、市内外への広報活動を実施します。 

技能振興事業 

≪産業振興部≫ 
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第４章 推進体制と効果検証 
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１ 推進体制 

 

 庁内に設置した「まち・ひと・しごと創生総合戦略本部（本部長：市長）」を中心に、全庁を

挙げて施策を展開するとともに、基本方針に基づき、市民、地域、団体、企業、議会及び行政

が一体となり、市の総力を挙げて厚木市総合戦略に基づく取組を推進します。 

 

２ 効果検証 

 

 厚木市総合戦略の数値目標を達成するため、実施した施策・事業の効果の検証と改善を図るＰ

ＤＣＡ（計画策定（Plan）、推進（Do）、評価（Check）、改善（Action））サイクルを確立

します。 

 評価に当たっては、施策ごとに重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、政策効果を客観的な指

標により検証し、必要な改善等を行います。 

 また、厚木市総合戦略の進捗管理は毎年度行うものとし、厚木市総合戦略の策定に当たって組

織した、市民、産業界、行政機関、大学、金融機関及びメディア等の関係者で構成する「まち・

ひと・しごと創生総合戦略会議」から引き続き意見をいただきながら、厚木市総合戦略の検証

を行っていきます。
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令和２年３月  

 

厚木市まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直しについて 
 

１ 見直しの目的 

   厚木市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）は、平成27（2015）

年度から令和元（2019）年度までの５年間における人口減少を克服するための施策の基本的

方向性を取りまとめた計画であり、「あつぎ元気プラン」の個別計画として位置付けています。 

   令和元（2019）年度に総合戦略の対象期間が終了となりますが、現在策定を進めている次

期総合計画との計画年度を含めた整合性を確保するため、総合戦略の対象期間を延長すると

ともに、施策横断的な目標の追加やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関連付けのほか、

重要業績評価指標(以下「ＫＰＩ」という。)の追加・見直し、平成30年３月の改定以降の新

規事業を位置付けるものです。 

 

２ 見直しの内容 

(1) 対象期間の延長 

   令和３年度からスタートする次期総合計画との計画年度を含めた整合性を確保するため、

現在の総合戦略の対象期間を１年間延長し、令和２（2020）年度までとするものです。 

(2) 基本目標・施策の体系に重要な視点を追加 

   国の第２期総合戦略を踏まえ、施策横断的な目標として、「ＳＤＧｓの理念や目標達成に

向けた施策の展開」や「未来技術を活用した地域課題の解決に向けたSociety5.0の推進」

などを重要な視点として位置付けるものです。 

 

※14・15ページ参照 
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(3) 施策の方向性にＳＤＧｓとの関連を追加 

   施策の体系に重要な視点として、「ＳＤＧｓの理念や目標達成に向けた施策の展開など」

を新たに設定したことに伴い、各基本目標における施策の方向性がＳＤＧｓの17の目標の

うち、どの目標と関係しているのかを示します。 

 

基本目標 １ 若い世代の結婚・出産・子育てへの希望と未来を担う子どもたちの夢をかなえる 

施策の方向性 ＳＤＧｓ 具体的な施策 

１ 結婚への希望をかなえるため、男女の
出会いと交流の場を創出する。  

① 出会いの場や交流の場の創出 

２ 市民ニーズに対応した妊娠から出産、
子育て期にわたる支援を充実する。 

  

 

① 妊娠・出産への支援の充実 
② 子育て世帯への経済的支援の充実 
③ 子育て支援拠点の充実 
④ 保育所待機児童の解消 
⑤ 子育て支援体制の充実 

３ 子育て世代が仕事と子育てを両立し
ながら、安心して子育てできる環境づく
りを促進する。   

① ワーク・ライフ・バランスの促進 

４ 未来を担う子どもたちが夢と希望を
持ち続け、夢へのチャレンジ精神を高め
ることができる魅力ある教育プログラ
ムを推進する。 

 
① 魅力ある教育プログラムの推進 

 

基本目標 
２ 住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちを創出し、全国に発信する
ことにより新たな人の流れをつくる 

施策の方向性 ＳＤＧｓ 具体的な施策 

１ 豊かな自然環境との調和を図りつつ、
機能的で利便性の高いまちづくりを進
める。 

  

  

① 中心市街地の都市機能の充実と商
業の活性化 

② 利便性の高い交通環境の充実 
③ 市民の憩いや安らぎの場の創出 

２ 「選ばれる都市」を目指し、あつぎの
魅力を都市ブランドとして確立し、戦略
的に全国に発信する。  

① あつぎの魅力の発信力強化 

３ 20 歳代を中心とした若い世代に対す
る市内企業への就職支援の充実と定住
促進に取り組む。 

  

 

① 就労支援の充実と市内企業情報の
発信力強化 

② 定住を促進するための支援の充実 

４ 東京オリンピック・パラリンピックの
開催をとらえ、国内外に向けた情報発信
力を強化するとともに、既存の観光資源
の活用と新たな観光資源を創出する。 

  

 

① 国内外からの観光客誘致の促進 
② 観光地の魅力創出 
③ オリンピック・パラリンピックレガ
シーの創出 
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基本目標 ３ 市民が生きがいを感じ、健康で安心して暮らせるまちづくりを推進する 

施策の方向性 ＳＤＧｓ 具体的な施策 

１ 市民の健康保持増進を図るとともに、
学ぶ場と活躍の場を創出する。   

① 市民の健康保持増進 
② 市民の学ぶ場と活躍の場の創出 

２ 防災・減災対策を充実・強化するとと
もに、市民生活における安心・安全の向
上を図る。 

  

 

① 防災・減災対策の充実・強化 
② 市民生活における安心・安全の向上 

 

基本目標 ４ 人口減少による将来への影響を見据えた自主・自立のまちづくりを推進する 

施策の方向性 ＳＤＧｓ 具体的な施策 

１ 人口減少を見据えた強い財政、強い組
織をつくるとともに、市民協働の更なる
推進を図る。   

① 積極的な財源の確保と資産の適切
な管理・運用 

② 庁内組織体制の最適化と職員の人
材育成の推進 

③ 市民協働の更なる推進 

２ 公共施設最適化基本計画に基づく公
共施設の最適化を図る。  

① 公共施設の適正配置の推進 

３ 広域的な課題解決や効率的な行政運
営を図るため、都市間連携を更に推進す
る。   

① 都市間連携の推進 

 

基本目標 ５ 働く場をつくることにより、定住者を増やし、経済活動を盛んにする 

施策の方向性 ＳＤＧｓ 具体的な施策 

１ 地域経済の活性化や雇用の創出に大
きな役割を果たす企業の誘致を推進す
る。 

  

 

① 新たな産業拠点の創出 
② 企業誘致の推進 

２ 中小企業の正規雇用拡大、労働生産性
の向上、円滑な事業承継を支援する。   

① 企業活動の活性化に向けた支援の
充実 
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【参考】ＳＤＧｓの17の目標 

 
目標１〔貧困〕 

あらゆる場所あらゆる形態の貧困を

終わらせる。 

 
目標10〔不平等〕 

国内及び各国家間の不平等を是正す

る。 

 目標２〔飢餓〕 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び

栄養の改善を実現し、持続可能な農

業を促進する。 

 目標11〔持続可能な都市〕 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居住

を実現する。 

 
目標３〔保健〕 

あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を促進する。 

 
目標12〔持続可能な消費と生産〕 

持続可能な消費生産形態を確保す

る。 

 目標４〔教育〕 

すべての人に包摂的かつ公正な質の

高い教育を確保し、生涯学習の機会

を促進する。 

 
目標13〔気候変動〕 

気候変動及びその影響を軽減するた

めの緊急対策を講じる。 

 
目標５〔ジェンダー〕 

ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児の能力強化を行う。 

 目標14〔海洋資源〕 

持続可能な開発のために、海洋・海洋

資源を保全し、持続可能な形で利用

する。 

 

目標６〔水・衛生〕 

すべての人々の水と衛生の利用可能

性と持続可能な管理を確保する。 

 目標15〔陸上資源〕 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な

利用の推進、持続可能な森林の経営、

砂漠化への対処ならびに土地の劣化

の阻止・回復及び生物多様性の損失

を阻止する。 

 

目標７〔エネルギー〕 

すべての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的エネルギーへの

アクセスを確保する。 

 目標16〔平和〕 

持続可能な開発のための平和で包摂

的な社会を促進し、すべての人々に

司法へのアクセスを提供し、あらゆ

るレベルにおいて効果的で説明責任

のある包摂的な制度を構築する。 

 目標８〔経済成長と雇用〕 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び

すべての人々の完全かつ生産的な雇

用と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する。 

 
目標17〔実施手段〕 

持続可能な開発のための実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシッ

プを活性化する。 

 

 

目標９〔インフラ、産業化、イノベー

ション〕 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、

包摂的かつ持続可能な産業化の促進

及びイノベーションの推進を図る。 

出典：外務省「持続可能な開発のための 2030

アジェンダと日本の取組」 
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(4) 達成指標・数値目標の変更 

   本市が目指す人口の将来展望の実現に向け、本市の現状を踏まえて設定している達成指

標・数値目標について、厚木市総合戦略の対象期間を延長することに伴い、次のとおり変更

するものです。 

ア 合計特殊出生率の上昇 

合計特殊出生率は、人口ビジョンにおいて、2020 年に 1.42 とすることを目標としてい

るため、現行と同じ1.42とするものです。 

イ 定住促進 

20歳代の転出超過数は、人口ビジョンにおける算出割合に基づき、81人とするものです。 

ウ 雇用の創出 

事業所数は、年間約100事業所ずつ増えていく設定としているため、その増加数を踏襲

し、10,600事業所とするものです。 

就業者数は、年間約1,500人ずつ増えていく設定としているため、その増加数を踏襲し、

159,300人とするものです。 

(5) ＫＰＩの見直し 

ア 目標値の変更 

各目標値のうち、「あつぎ元気プラン」の代表となる指標や市民満足度、実施計画事業の

目標値を設定しているＫＰＩについては、「あつぎ元気プラン」において、令和２年度まで

目標値を設定していることから、その目標値に変更するものです。それ以外の目標値につ

いては、それぞれの算出根拠に基づき設定するものです。 

イ ＫＰＩの新規設定【２指標】 

重点項目に「20 歳代の定住促進と転出抑制を図る。」を位置付け、施策を展開してきた

成果もあり、20歳代の転出超過数は、毎年度目標を達成していますが、近年、30～34歳に

ついても転出超過となっており、30 歳代の転出者数が20 歳代の転出者数を上回る年もあ

ります。そのため、30歳代の転出超過数の抑制についても、重点的に取り組む必要がある

と考え、基本目標２のＫＰＩに「30歳代の転出超過数」を新たに設定するものです。 

また、基本目標５の具体的な施策に位置付けている「新たな産業拠点の創出」「企業誘致

の推進」「企業活動の活性化に向けた支援の充実」の取組が就業者に的確に届いているのか

を検証するため、ＫＰＩに「市民満足度『就労・雇用環境の改善が図られている』と思う

市民の割合」を新たに設定するものです。 

 

１ 

達成指標 ２ 定住促進 

基本目標 
２ 住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちを創出し、
全国に発信することにより新たな人の流れをつくる 

 
 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

30歳代の転出超過数 人 ２１６  
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２ 

達成指標 ３ 雇用の創出 

基本目標 
５ 働く場をつくることにより、定住者を増やし、経済活動を盛んに
する 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「就労・雇用環境の改善が図られている」
と思う市民の割合 

％ ５６．０  

18～69歳の市民の割合 ％ ６２．０  

 

ウ 補助指標（ターゲット）の追加【12指標】 

ＫＰＩとして設定している市民満足度のうち、特定の年代を主対象とした施策について

は、各施策が狙っているメインの年代層に施策の効果が的確に届いているのかを検証する

ため、その年代層の満足度をターゲットとして位置付けるものです。 

基本目標１については、合計特殊出生率の上昇に重点を置いていることから、18～49歳

の満足度を設定するものです。 

基本目標２については、20 歳代及び30 歳代の定住促進に重点を置いていることから、

18～39歳の満足度を設定するものです。 

基本目標５については、雇用に重点を置いていることから、生産年齢人口を考慮し、18

～69歳の満足度を設定するものです。 
 

１ 

達成指標 １ 合計特殊出生率の上昇 

基本目標 
１ 若い世代の結婚・出産・子育てへの希望と未来を担う子どもたち
の夢をかなえる 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「子育て環境が充実している」と思う市民
の割合 

％ ６０．０  

18～49歳の市民の割合 ％ ７１．０  

２ 

達成指標 １ 合計特殊出生率の上昇 

基本目標 
１ 若い世代の結婚・出産・子育てへの希望と未来を担う子どもたち
の夢をかなえる 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「就労・雇用環境の改善が図られている」
と思う市民の割合 

％ ５６．０  

18～49歳の市民の割合 ％ ６３．０  
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３ 

達成指標 １ 合計特殊出生率の上昇 

基本目標 
１ 若い世代の結婚・出産・子育てへの希望と未来を担う子どもたち
の夢をかなえる 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「学校教育が充実している」と思う市民の
割合 

％ ５８．０  

18～49歳の市民の割合 ％ ６４．０  

４ 

達成指標 ２ 定住促進 

基本目標 
２ 住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちを創出し、
全国に発信することにより新たな人の流れをつくる 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「中心市街地の魅力や利便性が向上してい
る」と思う市民の割合 

％ ５６．０  

18～39歳の市民の割合 ％ ６３．０  

５ 

達成指標 ２ 定住促進 

基本目標 
２ 住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちを創出し、
全国に発信することにより新たな人の流れをつくる 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「市民や企業の活動を支える交通環境が整
備されている」と思う市民の割合 

％ ６０．０  

18～39歳の市民の割合 ％ ６６．０  

６ 

達成指標 ２ 定住促進 

基本目標 
２ 住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちを創出し、
全国に発信することにより新たな人の流れをつくる 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「身近に公園などがあり、緑豊かな生活環
境が整備されている」と思う市民の割合 

％ ７５．０  

18～39歳の市民の割合 ％ ８１．０  
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７ 

達成指標 ２ 定住促進 

基本目標 
２ 住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちを創出し、
全国に発信することにより新たな人の流れをつくる 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「あつぎブランドの創造・発信が推進され
ている」と思う市民の割合 

％ ７２．０  

18～39歳の市民の割合 ％ ８５．０  

８ 

達成指標 ２ 定住促進 

基本目標 
２ 住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちを創出し、
全国に発信することにより新たな人の流れをつくる 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「就労・雇用環境の改善が図られている」
と思う市民の割合 

％ ５６．０  

18～39歳の市民の割合 ％ ６３．０  

９ 

達成指標 ２ 定住促進 

基本目標 
２ 住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちを創出し、
全国に発信することにより新たな人の流れをつくる 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「観光によるまちづくりが進んでいる」と
思う市民の割合 

％ ７６．０  

18～39歳の市民の割合 ％ ８３．０  

10 

達成指標 ３ 雇用の創出 

基本目標 
５ 働く場をつくることにより、定住者を増やし、経済活動を盛んに
する 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「計画的な土地利用による魅力的な拠点づ
くりが進んでいる」と思う市民の割合 

％ ５５．０  

18～69歳の市民の割合 ％ ５９．０  
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11 

達成指標 ３ 雇用の創出 

基本目標 
５ 働く場をつくることにより、定住者を増やし、経済活動を盛んに
する 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「地域経済の活性化が図られている」と思
う市民の割合 

％ ５５．０  

18～69歳の市民の割合 ％ ６０．０  

12 

達成指標 ３ 雇用の創出 

基本目標 
５ 働く場をつくることにより、定住者を増やし、経済活動を盛んに
する 

 

重要業績評価指標 
（ＫＰＩ） 

単
位 

目標値 
（令和２（2020）年度） 

市民満足度「就労・雇用環境の改善が図られている」
と思う市民の割合 

％ ５６．０  

18～69歳の市民の割合 ％ ６３．０  

 

(6) 新規事業の「具体的な施策」への位置付け 

   平成30年３月の総合戦略改定以降における、令和元年度及び令和２年度の新規事業を総

合戦略に位置付けるものです。 

 

ア 新規事業数 ９事業 

イ 新規事業の内容及び事業名   別紙 のとおり 
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「具体的な施策」へ位置付ける新規事業 

 

１ 基本目標別事業数（ 再掲１事業、実事業数８事業） 

基本目標 
令和元年度 
新規事業 

令和２年度 
新規事業 

計 

基本目標１ －  １  １  

基本目標２ －  １  １  

基本目標３   １  ４  ５  

基本目標４    －  １  １  

基本目標５ １  －  １  

計 ２  ７  ９  

 

２ 新規事業の内容及び事業名 

 (1) 基本目標１（１事業） 

若い世代の結婚・出産・子育てへの希望と未来を担う子どもたちの夢をかなえる 

施策の方向性 ２ 市民ニーズに対応した妊娠から出産、子育て期にわたる支援を充実する。 

具体的な取組 ④ 保育所待機児童の解消 事業名≪所管部≫ 

１ 

 市内の私立幼稚園に就職又は勤務する方に対し、奨学金を利

用して幼稚園教諭の資格を取得した方の奨学金の返済費用

の一部を助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成す

るとともに、幼稚園教諭有資格者の復職等に対し、奨励助成

金を交付します。 

【令和２年度事業】 

幼稚園教諭確保助成事業 

≪こども未来部≫ 

  

(2) 基本目標２（１事業） 

住みたい、働きたい、訪れたいと思える魅力あるまちを創出し、全国に発信する

ことにより新たな人の流れをつくる 

施策の方向性 
３ 20 歳代を中心とした若い世代に対する市内企業への就職支援の充実と定

住促進に取り組む。 

具体的な取組 ② 定住を促進するための支援の充実 事業名≪所管部≫ 

２ 

 市内の私立幼稚園に就職又は勤務する方に対し、奨学金を利

用して幼稚園教諭の資格を取得した方の奨学金の返済費用

の一部を助成するほか、市外からの転入費用の一部を助成す

るとともに、幼稚園教諭有資格者の復職等に対し、奨励助成

金を交付します。 

【令和２年度事業】 

幼稚園教諭確保助成事業 

（再掲） 

≪こども未来部≫ 

  

別 紙 
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 (3) 基本目標３（５事業） 

市民が生きがいを感じ、健康で安心して暮らせるまちづくりを推進する 

施策の方向性 
２ 防災・減災対策を充実・強化するとともに、市民生活における安心・安全

の向上を図る。 

具体的な取組 ① 防災・減災対策の充実・強化 事業名≪所管部≫ 

３ 

 地震等の災害により想定される被害を軽減するとともに「災

害に強いまちづくり」を実現するため、近年頻発する災害に

対応できる地区別防災マップを作成します。 

【令和元年度事業】 

地区別防災マップ作成事業 

≪市長室≫ 

４ 
 大規模災害時における市民生活の迅速な復旧を支援するた

め、被災者支援システムを構築します。 

【令和２年度事業】 

被災者支援システム整備事業 

≪市長室≫ 

５ 

 大規模災害発生時における被害を最小限に抑え、市民の生

命、身体及び財産を保護するため、震度分布図、液状化分布

図、最新の土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域を反映した

オールハザードマップを作成し、全戸配布します。 

【令和２年度事業】 

オールハザードマップ等作

成事業 

≪市長室≫ 

６ 

 いかなる自然災害に対して最悪な事態を避けるため、事前の

防災・減災対策と迅速な復旧・復興に資する施策を総合的か

つ計画的に実施する国土強靭化地域計画を策定します。 

【令和２年度事業】 

国土強靭化地域計画作成事業 

≪市長室≫ 

具体的な取組 ② 市民生活における安心・安全の向上 事業名≪所管部≫ 

７ 

 振り込め詐欺、悪徳セールス、架空請求、アポイント電話等

の被害から、市民の財産を守るため、録音機能付き電話機等

の購入費の一部を補助します。 

【令和２年度事業】 

振り込め詐欺等防止装置購

入費補助事業 

≪協働安全部≫ 

 

 (4) 基本目標４（１事業） 

人口減少による将来への影響を見据えた自主・自立のまちづくりを推進する 

施策の方向性 
１ 人口減少を見据えた強い財政、強い組織をつくるとともに、市民協働の更

なる推進を図る。 

具体的な取組 ① 積極的な財源の確保と資産の適切な管理・運用 事業名≪所管部≫ 

８ 

 更なる業務の効率化や生産性の向上を図り、これまで以上に

質の高い行政サービスを提供するため、ソフトウェア上のロ

ボットにより業務工程を自動化する仕組みであるＲＰＡな

どの新技術を導入します。 

【令和２年度事業】 

行政改革推進事業 

≪政策部≫ 

 

 (5) 基本目標５（１事業） 

働く場をつくることにより、定住者を増やし、経済活動を盛んにする 

施策の方向性 
１ 地域経済の活性化や雇用の創出に大きな役割を果たす企業の誘致を推進

する。 

具体的な取組 ① 新たな産業拠点の創出 事業名≪所管部≫ 

９ 

 令和元年９月に土地区画整理組合の設立を認可し、酒井土地

区画整理事業の施行を促進するため、酒井土地区画整理組合

に対する指導、助言及び支援に努め、計画的かつ充実した都

市基盤を形成します。また、令和２年度から施行地区周辺の

関連する道路・水路の整備に向けた準備を進めます。 

【令和元年度事業】 

酒井土地区画整理推進事業 

≪都市整備部≫ 

 






